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土木森林環境委員会会議録 

 

日 時      平成２２年３月５日(金)    開会時間  午前１０時０４分 

                        閉会時間  午後 ４時５０分 

 

場 所      第１委員会室 

 

委員出席者    委 員 長 渡辺 英機 

         副委員長 石井 脩德 

委 員 中村 正則   森屋 宏   木村 富貴子   内田 健 

中込 博文   河西 敏郎   小越 智子 

 

委員欠席者    なし 

 

説明のため出席した者 

県土整備部長 下田 五郎  理事 宮田 文夫  県土整備部次長 広瀬 猛  

県土整備部技監 河西 邦夫 県土整備部技監 小池 一男   

総括技術審査監 伊藤 守  県土整備総務課長 吉澤 公博   

美しい県土づくり推進室長 野田 祥司  建設業対策室長 斉藤 倍造 

用地課長 望月 剛   技術管理課長 井上  和司  道路整備課長 上田 仁  

高速道路推進室長 野中 均   道路管理課長 川崎 英美   

治水課長 樋川 和芳   砂防課長 望月 実   都市計画課長 河西 秀樹 

下水道課長 小野 邦弘  建築住宅課長 和田 健一  営繕課長 末木 正文 

 

議題  （付託案件） 

    第１３号   山梨県流水占用料等に関する条例中改正の件 

      第３８号   急傾斜地崩壊対策事業施行に伴う市町村負担の件 

     第３９号   流域下水道の維持管理に要する費用の市町村負担の件 

   第４０号   流域下水道の維持管理に要する費用の市町村負担の件 

   第４１号   流域下水道の維持管理に要する費用の市町村負担の件 

   第４２号   山梨県道路公社が行う有料道路の料金の変更に関する同意の件 

 

   （調査依頼案件） 

第１７号  平成２２年度山梨県一般会計予算第１条第２項歳出中土木森林環境委員会関係 

のもの及び第３条債務負担行為中土木森林環境委員会関係のもの 

     第２８号   平成２２年度山梨県流域下水道事業特別会計予算 

 

審査の結果      付託案件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定し、調査依

頼案件については、いずれも原案に賛成すべきものと決定した。 

 

審査の概要     午前１０時４分から午後４時５０分まで県土整備部関係（午前１１時５８分か

ら午後１時２分までと午後２時４３分から午後２時５５分まで、午後４時０分か

ら午後４時１７分まで休憩をはさんだ）の審査を行った。 
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主主主主なななな質疑等質疑等質疑等質疑等            

 

※第１７号  平成２２年度山梨県一般会計予算第１条第２項歳出中土木森林環境委員会関係の

もの及び第３条債務負担行為中土木森林環境委員会関係のもの 

 

質疑 

 

         （甲府駅南口周辺地域修景計画策定事業費について） 

木村委員  県土の３８ページの新規事業で、甲府駅南口周辺地域修景計画策定事業費をお

聞きしたいと思います。 

 前に私の知り合いが甲府駅へ来たときに、寂しかったというような印象を聞き

まして、甲府駅は県庁の窓口として多くの人が集まる大切な場所ですので、やっ

ぱりおり立ってまず目につくのが駅前の景観で、それは山梨のイメージだと思う

んですね。甲府駅前は、本県の情報を発信する場所としてふさわしい景観とする

ことが必要だと私は思います。それで、まず甲府駅南口周辺地域修景計画策定事

業とありますけれども、どんな事業かもうちょっと具体的にお話しいただきたい。 

 

河西都市計画課長  この事業は、甲府駅南口周辺地域を県都の玄関口にふさわしい風格と魅力ある

景観となるように、地域の景観に大きく影響を与えている街路や駅前広場などの

公共施設を中心に景観を整える修景計画を策定する事業です。 

 具体的には、景観の現状や課題を整理して、修景整備の目標や方針を立てて修

景計画を策定し、県民の皆さんにわかりやすく完成予想図等を作成していく。 

 さらに、その景観を整備するために必要な事業、どんな事業でそういうものが

整備できるかということについて検討整備をするという事業でございます。 

 

木村委員  完成予定図が出るということで大変わかりやすいのでいいと思います。よく景

観は地域保有の財産であるというんですけれども、そういうことも後でお聞きす

ることに関連しますけれども、修景計画を共同で地元の甲府市と作成するという

ことであります。県と市はどのように共同していくのでしょうか。 

 

河西都市計画課長  良好な景観の整備というのは、やはり住民に最も身近な市町村が中心的な役割

を担っていくものだと思います。それで、甲府市では、現在、県が策定をした景

観のガイドラインに沿って、この地域の景観計画を策定しているところです。こ

の景観計画は景観の大きな方針的なものなんですが、その景観計画に沿って、具

体的な修景整備、それを今回のこの計画でつくろうということで、具体的な修景

計画を県と市が共同して進めていきたいと。それぞれ公共施設等を県も市も持っ

ております。ですから、同じ考えに基づいて整備を進めていこうということでご

ざいます。 

 大きな仕事の区分けといたしましては、甲府市は景観計画に基づいて修景整備

の基本的な方針や原案の作成など、計画策定の基礎的作業の主体となると思いま

す。 

 それから、県のほうは、その目指すべき修景の完成予想図の作成や、整備手法

の検討など、今度は計画実現に向けた作業の主体となっていくと考えております。

そう申しましても、実務上は県と市が切り離せる問題ではございませんので、景

観計画の策定の段階から県と市が協力をしながら進めていきたい、取り組んでい

きたいと思っております。 
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木村委員  ２２年までに完成をしていくというお話がありましたけれども、修景計画策定

の進め方をもうちょっと詳しくわかればと思うんですけれども。 

 

河西都市計画課長  先ほど申し上げましたように、今甲府市で策定している景観計画を、県と市と

一緒に協力をして進めていきます。その作業と、今回の計画策定は時期を同じく

しておりますので、それに添う形で平行して進めていこうと思っております。 

 それで、具体的にどんなやり方でやるかと申しますと、まず、景観等の専門の

コンサルタントを頼んで、県と市で修景計画の案を策定する。それと、景観とか

都市計画などの有識者や、地域の方々に集まっていただきまして委員会を設置し

て、景観的なものを検討する。先ほど申し上げましたように、コンサルタントを

活用した専門的なデザイン、それから、この委員会に学識経験者で景観の先生た

ちを入れるつもりですので、両方から景観を検討していきたいと思います。 

 それから、最終的には、委員会で修景計画の原案を作成するんですが、検討内

容を折々に公表をし、市民の皆さんの意見やアイデア等もいただきながら修景計

画の原案を作成していきたいと思います。最終的にはパブリックコメントを実施

して、県民意見を反映した形の計画にしていきたい。そのように思っております

が、パブリックコメントは２３年度ぐらいになるのではないかと思っております。 

 

木村委員  パブリックコメントまでのお話を伺いました。それで、やっぱり地域住民の参

加といいますか、県民総参加とよく言われるところではありますけれども、アイ

デアの募集もしておりました。計画をつくることはわかりました。市民参加でつ

くるということを確立していただきましたけれども、つくると、今度はそれにか

かわる、手入れをするといいますか、市民がかかわってこそ美しく親しめる景観

が維持継続できるのではないかと、私は常に思っています。景観は市民や県民、

みんながかかわることですから、それぞれ感覚が違って、その１つの方向を打ち

出すのが大変難しいと思うんですけれども、イメージアップのために十分な論議

をして、山梨の顔としてふさわしく、美しく、もっといえば風格のある、景観の

整備ができるようにしっかりとやっていただきたいと思うんですけれども、その

ような気持ちで進んでいただきたいと思います。 

（美しい県土づくり推進事業費について）  

もう一つ、景観形成という言葉が県土の５ページ、景観形成推進事業費に出て

います。ここの美しい県土づくり推進事業費、これは県全体の景観形成について

ということだと思うのでお伺いしますけれども、この景観計画への取り組みとい

うのはどのような状況になっているかお伺いをしたいと思います。 

 

野田美しい県土づくり推進室長 市町村の景観計画につきましては、平成１６年度に国のほうで景

観法という法律ができまして、地域の特色においた景観形成が可能となった次第

です。これに基づきまして、市町村が景観行政団体という名前になりますけれど

も、まずそれになりまして、景観計画を策定するということが必要になりました。

今、私が言いましたように、景観計画に具体的に取り組んでいるのは８つの市町

村でございます。先ほど話に出ました甲府市、北杜市、南アルプス市、そして、

山梨市、笛吹市、それから、北麓地域の山中湖村、富士河口湖町、忍野村、以上

の８つの市町村が具体的に景観計画の策定に取り組んでいただいておりますの

で、先ほどの予算のほうの取り組みもお願いしているところでございます。 

 

木村委員  既にやったということは、あとの残りの市町村に対する推進をしていくという

ことで、ここに予算を計上されていると思うんですけれども、大体幾つぐらいを

予定しているか、どんなふうに市町村にこのことを知らしめて、何年度の計画な
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のかなど、もうちょっとだけお願いします。 

 

野田美しい県土づくり推進室長 この事業費は、今年度から実施しておりますので、今年度既にい

くつかの市町村で活用していただいております。来年度につきましては、具体的

な予算としては１,８００万円ということで、９つの市町村で活用していくとい

うことでございます。 

 ただ、２０近くの市町村は、具体的な取り組みはこれからになりますので、私

どもとしては市町村を訪問しまして、首長さんにぜひ取り組みをお願いしたいと

思います。さらに、市町村職員の勉強会などにつきましても、促している次第で

す。 

 いずれにしても、この補助金を活用して景観計画の策定をお願いしています。 

 

木村委員  そうすると、既に８つで今年度が９つ。１７ということは県下２８市町村だか

ら、あと１１残るわけですけれども、それは来年度に向けてということになるん

でしょうか。 

 それから、その内容も少しお聞きします。 

 

野田美しい県土づくり推進室長 先ほどの８つの市町村のうち、今年度はまだこの補助金を活用し

ていただいてなくて、来年度予定しているところがございます。 

 それから、今のところは、先ほどの８つの市町村以外のところを新規に開拓す

ることを積極的にやっていっている次第でございます。 

 

木村委員  わかりました。 

 やっぱりまず県がすべての市町村に対してきちんと周知をしていくべきだと

思うんですけれども、それぞれの県と市町村の役割があると思います。景観計画

というものに県と市町村がしっかりと組んでいくということが、山梨の美しい景

観を守るために必要だと思います。 

 では、それぞれの役割を少しお伺いして終わりにしたいと思います。 

 

野田美しい県土づくり推進室長 先ほどお話がありましたように、景観計画を策定するに当たりま

しての県と市町村の役割ということですが、まず、市町村の役割としては、地域

の個性を生かした景観計画の策定をお願いしているところです。市町村みずから

が行っている公共事業がございますので、それにつきましても、景観の形成を図

っていく。さらに、先ほどからありましたように、住民やＮＰＯ、さらに事業者

といった方たちと支援して、共同で景観づくりをお願いしたところです。 

 県の役割としては、公共事業につきまして、景観形成の推進を図りたいと思い

ます。例えば、電線類の地中化やガードレールの着色化などのような、さまざま

な事業を現在実施しております。 

 さらに、広域的な景観形成という形で、市町村をまたいだ景観に対するアドバ

イス、それから、住民や事業者、ＮＰＯへの啓発や支援でございますが、例えば、

これは、景観セミナーや勉強会などをやって、住民への支援をしております。 

 さらに、市町村の景観形成の支援を積極的に行うために、先ほどありましたよ

うな補助金、それから、ガイドラインという形で全県的な景観形成の基本方針を

示したものを昨年策定いたしましたので、これを市町村のほうに配布いたしまし

た。景観形成のための手引きとして積極的に活用をお願いしたいという形で、こ

のガイドラインと補助金とを活用しまして、市町村での景観計画の策定を積極的

にお願いしたいというシナリオであります。 
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木村委員  終わりと言っていたんですけれども、もう一つだけ。 

 さっき、甲府駅前の南口でも言いました。今、エリアとか地域の特色を出すと

言ったんですが、私は北杜市の萌木の村とか清泉寮をちょっと下ったあたりはき

れいだなと思ってとても感激をします。ああいうところの住民の皆さんは、地域

づくりというか自分たちの観光客の皆さんが来るからでしょうけど、大変きれい

にしているというのをいつも感じているんですね。ですから、県民総参加とさっ

き申し上げましたけれども、ガードレール白いのを茶色にすればいいとか、そう

いうことではなくて、やっぱりこの地域の住民を巻き込むようにしていただきた

いということを再度お願いします。 

 そして、これは質問ではないんですけど、県土１８ページに草花の植栽に５０

０万円とあるんですね。これはどこへするのか、市町村との話し合いでしている

んだろうと思うんですけれども、やっぱり県で総体的に山梨県の美しい県土づく

りということに対して、これは同じ土木の中ですけれども、市町村とのしっかり

した話し合いをして、ぜひ進めていただきたいと思います。 

 終わりにします。 

 

内田委員  私はこの関連で、１つだけ提案をさせてもらいたいんだけれども、この委員会

で効率的に質問をするために、通告制ではないので、できれば課ごとに追ってい

ってもらうと、それぞれが質問できると思うんだけれども、これは関連がいっぱ

いあるんですよ。だから、あっち行ったりこっち行ったりということもあるから、

できればそう進めていただきたいんですけれども、いいですか。 

(甲府駅南口周辺地域修景計画策定事業費について） 

では、さっきの南口のところの関連で質問したいんだけれども、この間、別の

課長さんに『ランドスケープデザイン』という雑誌の話をしたんだけれども、私

は景観形成に物すごく興味を持っていて、図書室に頼んで、その雑誌も２カ月に

１回とってもらっているんだけれども、非常にいい雑誌なんですよね。 

 さっき、コンサルを頼んで計画をつくるんだということを言っていたんだけれ

ども、ただコンサルに頼むだけでは、景観形成は絶対できないと思います。そこ

で、多分田辺知事の時代に山梨県の潜在的な植生というのを調べたというんだけ

ど、そういうことは職員の人たちはまず知っていますか、担当さん。 

 

河西都市計画課長  申しわけございません、私はちょっと承知をしておりません。 

 

内田委員  今、高齢になっている宮脇昭さんという横浜国大の名誉教授をしている方が、

やったんですよ。田辺知事の時代に委託を受けて、山梨県全体の潜在的な自然植

生というのを調査したんですよ。地図も残っているんです。多分図書室にあると

思います。何のためにそんなことをしたかというと、例えば、今、甲府駅のとこ

ろに平和通りがありますよね、ここ県庁は、もともとは甲府城があったと言われ

ているわけです。そこには何百年前は何の木があったのか、それを植生というん

です。自然植生というんですよね。一番そこに合っている木は何かということな

んですよ。だから、景観ということをいうときは、そこまで突き詰めていかない

と、景観づくりなんてできないんです。ただ、街路をつくったときにそこにハナ

ミズキを植えていけばいいとかというレベルじゃないんですよ。そういうことを

私はこの際、５００万円かけるわけでしょう。考えてほしいんですよね。その意

識の転換をしてもらいたいんだ。ただコンサルを頼んで、その人たちに丸投げを

して任せればいいということじゃないんです。『ランドスケープデザイン』とい

う雑誌を読んでください。もう何年も出ているんですよ。偶数月に発行されます

よ。図書室にありますから、ぜひ見てもらいたい。そこで、これは甲府市と共同
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してということで、これを聞いたときに、私はシビックコア計画を思い出したん

ですね。今の北口の計画ですよ。甲府市が主導してやっているんだけれども、ど

うも県との仲がうまくいっていないということが情報としていっぱい入ってく

るわけですよ。 

 山梨県の県庁所在地の甲府市と山梨県がうまくいっていない。だけど、この駅

前の整備をするのに、そんな状態では、絶対にいい計画なんて練れるわけがない

んですよ。私はぜひ、そこからスタートしてもらいたい、お金をかけるんだから。

そして、何年もかけてつくっていく、あの駅前を整備したいということなんでし

ょう。そのときに、県庁も多分ある意味では新しく生まれ変わるんだよね。今、

駐車場にしているところは全部駐車場ではなくすという計画があるんでしょう。

そういうものとどういうふうにリンクさせるんだということを、もっと真剣に考

えてもらいたいんだよね。ただお金をかけてコンサルを頼んでやればいいという

ものでは、絶対ないと私は思う。そういう意味で、植生のことからやっぱり考え

てもらいたいんだけど、どうですか。今、平和通りにいろんな木が植えられてい

るでしょう。ケヤキがあったり、ケヤキが１本枯れたら、あそこに今度はエノキ

を植えればいいという、こういう考えなんだよね。その辺はどうですか。ぜひそ

こから考えてもらいたいんだけど。 

 

河西都市計画課長  先ほど私のほうで説明をさせていただいたのは、コンサルに頼んでやるという

ことではありません。私はコンサルを活用して案をつくると申し上げたはずでご

ざいます。 

 委員のおっしゃるように、やはり山梨県特有の、地域特有のいろんな自然条件、

植栽も、もちろんあるはずです。そして、甲府市、ここの地域は、中世から今ま

での歴史性があります。そういうものも含めて委員会中で、専門の人たちも集め

まして、また、庁内の体制もつくりまして、広い視野から委員のおっしゃるよう

なことも踏まえて、総合的に検討していきたい。そんなふうに思っています。 

 

内田委員  もう一つだけ、我々が子供のときの、この甲府城の舞鶴城址というのは、桜の

大木が物すごくたくさんあったというイメージなんですよね。そこへサーカスが

来て、おふくろに連れていかれたんですよ。そのときに、でっかい桜の木がある

なというイメージがあったのね。ところが、そういう木もみんな切り倒して、今

の公園になっているんだけれども、その木は多分、すごい昔に植えた木なんです

よ。そういうことも考えてもらいたい。甲府城って一体どうだったのかというね。

ただ、天守閣を再現すればいいという問題ではないんだよね。そういうことまで

考えて、ぜひ計画を練ってもらいたい。 

 そして、例えば、新しくさいたま市ができましたよね。あそこに行ってみると、

タブの木というのがいっぱい植えられているんですよ。タブの木、聞いたことあ

りますよね。昔、秋田で大火があったときにタブの木１本、消防車１台と言われ

たくらい保水性がある木なんですよ。要するに、大火を防ぐことができる木だと

いう。都市づくりだとか、あるいは街路づくりなどに、そういうものを植えてい

くという必要性だって絶対あると思うんだよね。ただケヤキを植えればいいとい

うことではないと思う。ここで警鐘を鳴らさないと、多分こういうことにならな

いと思うから、あえて私はこの関連質問でさせてもらったんだけれども、そうい

うことも含めて、ぜひ計画を進めてもらいたいと思います。 

 

                 （甲府駅南口周辺地域修景計画策定事業費について） 

小越委員      関連してお伺いします。この修景計画策定に５００万円とあるんですけれども、

お話を聞きましたら、街路とか、そこの駅を整備するというんですけど、そのお
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金はどこから出るんですか。これは計画だけで５００万円ですよね。完成図も含

めてすごく立派なものをつくったとき、それをつくるときの財政はどこから持っ

てきて、スケジュールとかはどうですか。金はまちづくり交付金なのか、何か違

うものなのか、つくった後の工事するお金はどこの財源を考えていますか。 

 

河西都市計画課長  これは、地域の整備をするのに、まず景観の切り口から入っていこうというこ

となんです。それで、先ほど内田委員もおっしゃいましたけれども、防災面など

いろんな状況を、きちんと考えるべきだと。まさにそういうことが最終的には出

てきます。景観をよくするために必要な整備はどういうものがあるのか。例えば、

自転車の駐輪が今駅前にいっぱいありますけれども、ああいうものは景観を阻害

していると私は思っています。それを整理するには、ただ、どけどけということ

ではもちろん無理ですから、駐輪場を整備したり、また、ソフト面では条例など

で指定をする、そんなことも出てきます。それで、景観の切り口からいろいろと

必要な事業が出てくる。ですから、その事業を整理する中で、これは国補事業が

使えるとかそういう有利なものの対象になるようにというようなことも含めて、

最終的にはできるだけ補助事業等活用しながら整備をしていくということでご

ざいます。 

 もちろん県も市もそれぞれが担う部分があると思います。また、民間で行って

いただくようなことも出てくる可能性もございます。 

 

小越委員  駅の南口も、労働局のところも含めて土地区画整理をやっています。甲府市が

進めているこの土地区画整理を含めていいものをつくったときには、駅前広場と

いいますと、かなり手を入れて整備することになる。一軒一軒のお宅にネオンを

やめてくれとか、この色に統一するとかではなくて、もっとかなりのお金がかか

る、億単位でかかるような計画になるのではないですか。そうすると、今の土地

区画整理のお金を充当するのか、もっと全然違うものを国からの補助金を含めて

考えているんですか。 

 

河西都市計画課長  どんな景観を整備するかというところから全てスタートしてくると思うんで

すが、私が今思いますのは、土地区画整理事業のような大きな事業で、全面の改

修をしていく、そういう地域全体を改修していくということにはならないのでは

ないかなということです。例えば、古くなったガードレールを道路の維持工事で

取りかえたり、植栽で大きい木を植えてみたり、それから、歩道をきれいにして

みたり、そういうところはみんな道路事業のほうで導入をしてくるということに

なると思います。 

 それから、もし公園の関係で周辺整備が出てくれば、そこには公園整備の事業

を起こして、整備をしていく。いろんな可能性のある事業を、できるだけ有利な

事業を取り込みながら、最終的にはそういう整備を進めていきたいと思っていま

す。 

 

小越委員  私は前の甲府駅を知らないんですけれども、前は噴水があったりとかボロ電と

いう電車が走っていたり、本当に風情のある駅舎だったということをお聞きした

ことがあります。国体に伴って駅ができ、どこへ行っても同じような駅と同じよ

うなつくりになってしまったとか、駅前にタクシープールがあり、バス乗り場が

遠いとか、そういう話も聞いています。どの辺までを計画しているのか、県庁も、

甲府市役所もきれいになりますし、北口もきれいになっている。修景といいます

と見渡す景色全部なのか、どの辺までをエリアにしてやろうとしているのですか。

そして、この前テレビに出ていましたが、甲府は宝石のまちなんですけれども、
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山梨県以外ではほとんど知られていないと思います。甲府の駅をおりて、この山

梨県はどういうところなのか、宝石のまちとか信玄公の像は見えないけど向こう

側にあるとか、そういうことも含めて駅の前に山梨県を想像できる、そこまで考

えないと、そこの植栽をちょっといじってどうのこうのという計画ではないと思

うんですけど、いかがですか。 

 

河西都市計画課長  まさに委員のおっしゃる、そういう方向をねらった事業でございます。 

 それで、エリアといたしましては、平和通りの西側から岡島の前の通りの国道

４１１号。それと、ＪＲの線路と。そして、甲府のＮＴＴの西側の交差点を上に

行った区域。四角をちょっと考えていただきたいんですが、平和通りを下ります、

それから岡島のほうに曲がります。それから、ＮＴＴの西交差点を上に上ります。

それが、線路にぶつかるそのエリアを大体想定して、この計画をつくろうと思っ

ています。と申しますのは、その中に公共施設が結構あって、それがこの地域の

景観を形づくっているところがあるということで、まずはその地域を対象にこの

計画を検討していきたいと思っています。 

 

（ 休  憩 ） 

 

小越委員  では、先ほどの続きのところをちょっとだけ教えていただきます。 

 ということは、甲府市、また、山梨県のイメージがどういうものかということ

も含めて、駅前はこういうふうにあるべきだとか、そういうものをコンサルや有

識者だけでもなく、広く県民から声をとったらどうかと思います。駅前はこうい

うところが不便だとか、こういうものがあったほうがいいとか、それから、岡島

あたりまでではなくて、もっと西側のほうもやったらいいのではないかとか含め

て、広く県民の声を集めて、それができるかどうかはお金と予算かもしれません

けど、そういう方法ではどうでしょうか。 

 

河西都市計画課長  景観ですから、それは一部の人たちが決めていくというような話ではないと思

っています。この委員会等を開く中で県民の意見をどのようにとっていくのか、

作成時に、段階ごとにでもできるだけ公表しながら、県民の皆さんの意見をお聞

きして、それを反映する形でこの計画を進めていきたいと思っております。 

 

         （木造住宅耐震化支援事業費について） 

小越委員  では、違う項目でお話をします。 

 県土４８ページ、木造住宅耐震化支援事業費のことでお伺いします。 

 まず、木造住宅耐震化支援事業費に５つ書いてあります。１５年からやったも

の、１７年、２１年からとあるんですけれども、まずそれぞれの実績が経年的に

わかりましたら、５つ示してください。 

 

和田建築住宅課長  それでは、耐震化支援事業の実績を読み上げます。 

 まず、耐震診断支援事業。 

 これは平成１５年から行いました。平成１５年が実施戸数６３０戸、計画が１,

０００で６３０です。平成１６年が、計画戸数が１,０００戸で実施が１,０００

戸です。１７年が１,０００戸で１,０００戸です。平成１８年が１,０００戸の

計画で７０８。平成１９年が１,５００戸で６５２。平成２０年が１,５００戸で

５６７。平成２０年までで累計７,０００戸の計画で４,５５７でした。平成２１

年につきましては、まだ確定はしておりませんが、２月末ということで、１,５

００戸の計画に対して５５８戸の戸数になっていまして、現計８,５００の計画
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に対し、５,１１５という状況でございます。これが診断事業です。 

 それから、改修支援事業です。 

 改修支援事業につきましては、平成１７年から始めまして、１７年は５０戸に

対して１９戸の実績です。１８年は５０戸の計画に対して２８戸。平成１９年が

１００戸に対して２８戸。平成２０年、１５０戸に対して２７戸。ここまでの累

計が３５０戸の計画に対して１０２戸。今年度ですが、平成２１年１５０戸の計

画に対してここまで２３戸。合計いたしますと５００戸という計画で来ましたけ

れども、１２５戸でございます。 

 それから、耐震性向上型改修支援事業というのが平成２０年から５０戸で始ま

りましたが、ことしも含めまして、実績がございません。 

 建てかえ支援事業につきましては、昨年６月の補正で新たに支援を行うことと

なりまして、２０戸の計画でございましたが、１戸になっております。 

 それから、耐震シェルター設置事業ですが、これも昨年６月の補正で予算化さ

れましたが、２５戸の計画でゼロということになっております。 

 

小越委員  予想に対して、達成率が非常に低いのではないかと思っています。このゼロと

いう数字をどう見ていいか。ここのゼロと１戸ですね。それから、住宅耐震診断

そのものも最初のうちは目標とほぼ同じぐらいですが、だんだん少なくなってき

ています。耐震診断の必要な件数というのが、ほぼ大体やり尽くしたということ

ですか。対象戸数、建築基準法の改正前の戸数、それはどのくらいあるのでしょ

うか。 

 

和田建築住宅課長  この耐震改修支援事業に該当する昭和５６年以前の木造住宅、５６年以前が弱

いと言われています。その推定数は１０万３,７００戸でありまして、平成２７

年までにこの９０％を耐震改修しようということで、ちょっと確かな数字が出て

いませんけれども、４割ぐらいが該当するのではないかと思っております。 

 それで、実績としてゼロという耐震性向上型改修支援事業でございますが、こ

れは平成２０年から始めた事業で、耐震改修支援事業との差がございます。内容

的には、建物の安全性を確保するためにやっているものでして、向上型のものに

つきましては、部分的な補強でよいと、完全に耐震改修をしなくてもよいという

ことでやっております。その辺の関係がありまして、ゼロだということです。 

 

小越委員  そうは言いましても、耐震化支援事業費は、この診断以外のところで４つ改修

する項目があるんですけれども、それを足したとしても改修支援事業費５００戸

に対して１２５戸、あとゼロ、ゼロで１戸ですから、１２６戸しかやっていない

ということです。１０万３,７００のうち４割該当するというと、ざっと見ても

４万戸くらいのうち、百何戸しか終わっていないということですか。 

 

和田建築住宅課長  通常、改修事業ではなくて、通年で、一般的に住宅の改築といいますか更新が

行われていきます。山梨県で毎年木造住宅５,０００戸くらいがつくり直されて

いるという実情がありまして、政策的に進めなくても、その状況で更新ができる

ということでございます。 

 

小越委員  平成２７年までに９０％にするというのであれば、先ほど、５,０００戸くら

い新築するということでありますから、数字的にはあとどのくらい対象があるん

でしょうか。耐震診断をしなければいけないお宅がどのくらいあって、改修が必

要だと見込まれるものがどのくらいあるのか。見込みがない限り、予算をどうつ

けていいのか、そして、９０％にする目標の段取りが出てこないと思うんですけ
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ど、そこはいかがでしょう。 

 

和田建築住宅課長 申しわけございません、全部の耐震計画のデータを持ってきておりませんので、

今のお答えができません。データを後で渡します。 

 

小越委員  だから、２７年度までに９０％にするというのであれば、来年２２年ですよね。

今までその耐震診断をしたのは８,５００戸の計画に対し、５,１１５。だけど、

建てかえたのは１５０戸もないわけですよ。来年どうするのかということで、あ

と５年間のうちに、対象になる件数を把握していないと、どういう予算をとって

いったらいいのか、どこを補強しなければならないか出てこないと思うんです。

昨年のときも、たしか常任委員会の中でこういう質問があったと思うんです。実

績が少ないと。毎年言われているんですけど、毎年同じような数字が出てくるん

ですよね。どっちかというとだんだん少なくなっている。これはどうして実績が

伸びないんでしょうか。 

 

和田建築住宅課長  ２０年と２１年で、ことしの実績のほうが改修の事業に携わる建物の数が減っ

ているわけですが、幾つか要因は考えられます。 

 まず、耐震改修は補助事業ですから、市町村と連携しながらやっているわけで

すが、自己負担もあります。大体、１５０万円から２００万円近くが普通の住宅

１軒を耐震改修するのに要する費用と言われています。補助しているお金が最大

６０万円、８０万円という内容になっており、全部が補助金で改修ができる状態

ではないです。そういうことがあって進まないだろうと。これが１点です。 

 それから、なかなかこの改修工事をやるには、煩わしいところがあるというの

がアンケート調査の中でありまして、そういうことでも進まないと思われます。 

 それから、住宅着工統計の数字でいきますと、新築の木造住宅は、昨年から全

国でも１１０万戸ほどあったものが７８万戸、山梨県においても４,０００ちょ

っとあったものが３０％近く減りまして３,０００と、かなり落ちております。

新しいものへの建てかえができなかったというものを見ますと、昨年来の金融不

況による関係なんでしょうか、賃金が上がらない、残業ができない、そういう状

況の中でローンを組んで、建物をつくって、あるいは改修して返済していくお金

のめどが立たないということがあって、このような状況になったのではないかと

思っております。 

 

小越委員  私もそう思います。そっくりそう思います。 

 高齢者の方々で、この５６年以前の建物に住んでいらっしゃる方はかなりいら

っしゃると思います。その方が、あと１０年、２０年ローンを組んで返せと言わ

れても、それはちょっとうんと言えないことがあると、私もそうお話を聞きまし

た。今、課長が述べたことをどうやったらいいかというのは、やっぱり補助金を

ふやすとかしないと、このまましておくと、住宅着工軒数も減っていくままで、

平成２７年までに耐震化を９０％にすることができないことになってしまうと

思います。今のような理由があるなら、どうやって９０％になるように、今後改

善していこうとお考えですか。 

 

和田建築住宅課長  補助する額をふやすという考えもありますが、全部を補助するというふうな制

度をつくるのは、個人的な財産を改修するという意味合いもありますので、現在

の額が多いとは言いませんけれども、現状のままを現在は考えている次第です。 

 昨年も国のほうから宣伝活動をするための、１００％の補助をいただきまして、

パンフレットを山梨県下全戸にお配りしました。ホームページにも掲載いたしま
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したり、ラジオ、テレビを通じて宣伝もさせていただきました。最近では、甲府

市が同じように２週間やっております。この事業は、県が直接的にお金の補助を

市町村にしていますけれども、まず、委員のおっしゃるように、診断を終えた方

が改修事業に向かわないと進まないと私は思っています。ですから、耐震診断を

した戸数と、実際のギャップが非常にありますので、これまでも各市町村の首長

さん方に、進めていただきたいとお願いをしたり、あるいは担当者会議を年３回

催しまして進めています。それから、建築士会や業界等を通じて相談に乗ってい

ただくようにはお願いをしてありますが、今後もこれ以上に、大工さんの組合や、

あるいは建設業の組合、設計事務所のようなところ、それから、診断をして、ま

だやろうとしていないところ、そういったところにも一生懸命力を入れて宣伝活

動をし、耐震改修の重要性を言っていきたいと思っています。 

 

小越委員  先ほどの話とちょっと違うんですけど、改修したいといってもお金がないから

改修できないんですよね、さっき課長がおっしゃいましたけど。今と同じような

補助金や今と同じことをやっていても、診断を受けたとしても、今、こういう不

況もありますし、賃金も低下している、だから、これだと進まないと思うんです

よ。そうしたら平成２７年度には９０％以上になるんですか、このままでいくと。

とても厳しいと私は思うんですけど。 

 

和田建築住宅課長  確かに全国的に見ましても、山梨県を見ましても２７年までに９０％というの

は非常に難しいと見ております。ですが、やはりそれに向かって努力をしていか

なければなりませんので、頑張っていきたいと考えております。 

 

小越委員  今と同じ努力では大きくならないと言っているんです、私は。今と同じことを

繰り返しているだけだから、努力したいといってもついてこないと思うんですよ。

私は本会議で言いましたけれども、助成金額をもっとふやすことと同時に、やっ

ぱり県内の住宅着工戸数が落ちています。公共事業も減っているかもしれません

けど、民間の住宅着工戸数がふえれば、建設業の方、近くの大工さんは仕事がふ

えるわけです。住宅リフォーム制度とか、県産材を使うとプラス幾ら助成金を出

すとか、森林環境部とも相談して９０％にさせるにはどうしたらいいかと、その

立場で課長は考えていただかないと、計画をつくっても絵にかいたもちで終わっ

てしまうと思います。同じ金額でやって、毎年同じ数字で、どっちかだんだん下

がってきている。でもそれは仕方ない、努力いたします。それでは、やっぱり改

善にならないと思うんです。どうやったら９０％にできるのか、お金がないから

できませんと課長が言ったとおりなんですから、助成金額をふやす方向、それか

ら、森林環境部とも相談して、県産材を使うとか、建設業の皆さんの仕事をふや

すということも含めて、ぜひ検討してもらいたいと思います。 

（地域高規格道路等計画調査費について） 

では、次の質問に行かせていただきます。 

 県土１５ページの地域高規格道路等計画調査費、環状道路の話をお聞きします。 

 ４,５００万円ありますけれども、この４,５００万円の内訳をまず教えてくだ

さい。 

 

野中高速道路推進室長 まず、新山梨環状道路北部区間アクセス道路、これが２,２５０万円。次に、

新山梨環状道路東側区間が１,８００万円。東側区間のアクセス道路、４５０万

円。以上、足して４,５００万円ということでございます。 

 

小越委員  これは調査ということだと思うんですが、北部区間のところは国の事業と合わ



平成２２年２月定例会土木森林環境委員会（Ｈ２２当初予算関係）会議録 

- 12 - 

せてやっていると思うんですけれども、北部のアクセス道路２,２５０万円に、

調査の分が入っていますが、ここをもう少し詳しく聞きたいと思っています。 

 先日の本会議で、この環状道路のことを聞いたところ、部長の御答弁を、２０

号の交通量を６万５,０００、山の手通り２万５,０００といただきました。平成

１７年の交通量調査でいきますと、２０号中小河原で６万４,６２５、これは近

いんですけど、向町で５万４,１５３、徳行では４万４,８２１、山の手通り塩部

２万１,１８２という数字が出ています。本会議の答弁は多目に言っているので

はありませんか。 

 

野中高速道路推進室長 本会議の答弁は、まず、国道２０号が中小河原の交通量で約６万５,０００。

正確には、今おっしゃったとおり６万４,６２５台、これが甲府市中小河原の１

７年センサス、１日の交通量です。もう一つ、答弁させていただいた山の手通り

は千塚の交通量が２万３,９７５台ということで約２万４,０００台という答弁

をさせていただきました。 

 

小越委員  それで、１１年と比べますとどこも減っているんです。徳行に至っては７２％

も減っております。どうして、こんなに１７年では減っていると思いますか。 

 

野中高速道路推進室長 私にはちょっと推定できないのですが、いろんな要素が考えられます。交

通量というのは、当然変化するんですけど、基本的には今まではずっと右肩上が

りでふえていたものが、最近は減っているのではないかということで、交通量推

計の中でこれから平成４２年を推計していくんですが、横ばいもしくは若干減る

ということを、前の委員会で答えさせていただきました。そのくらいしか私には

推定できません。 

 

小越委員  徳行は、例えばアルプス通りの開通もあると思うんです。先日の答弁や、先ほ

ども課長が言いましたけれども、交通量が減っていくのではないかとのことでし

た。北部区間の開通に伴って、今回の答弁では２０号が４割減る、山の手通りは

半分になるとお話がありました。それはどうしてかというと、平成４２年の交通

量の推計を持って、多分こうなるだろうとおっしゃっているんですよね。その平

成４２年というのはいつを基準にして平成４２年を見たのでしょうか。 

 

野中高速道路推進室長 １７年を基準にしています。１７年の交通量で今現在の推計をし、４２年

を基準年としてこのぐらいの交通量になるというのを、全国的に交通量推計にし

ております。 

 

小越委員  それで、平成２２年に交通量調査をするという予算があったと思うんですけれ

ども、平成２２年、来年になったときに、その４２年を見越しての数字というの

は出るのでしょうか。 

 

野中高速道路推進室長 交通量推計は、交通量調査とは別ですから、出るかと言われると、今のと

ころ予定はしておりません。来年の交通量はその地点ごとですので、交通量は出

ます。 

 

小越委員  ２２年の調査をすると、交通量は減ると思うんです。今度、愛宕町下条線が通

りますよね。そして、今度は城東バイパスでも工事をします。甲府市中央で街路

をきれいにして、その城東バイパスからつなげるという道もあります。また、国

母立体も改良工事をしますよね。それから、双葉から竜王へ抜ける道を拡幅して、
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早くなりました。私は２２年に調査をすると交通量が減ると思うんです。そうし

ますと、この環状道路の渋滞解消という考え方とずれてくるのではないでしょう

か。 

 

野中高速道路推進室長 減るといっているところが特定の場所ではなくて、先ほど説明したとおり

２００何十カ所やりますので、ふえるところもあれば減るところもあります。委

員がおっしゃっているのは、４２年の見込みが変わるのではないかと。４割減る、

５割減るというのが変わるのではないかという御指摘でございますけど、これは

あくまで今、未改修である、例えば愛宕町下条線や東側区間、新環状の東側区間、

城東バイパスなど、そういうものがあいたという前提で推計をしておりますので、

そんなに大きなずれはないだろうと思います。 

 

小越委員  ずれはないだろうといいますが、この昔のものを見ますと、これから車はふえ

ると書いてあるんですよね。この環状道路のパンフレットにも、これから車はこ

んなにふえると。それから、山梨県の人口はふえると、こういうパンフレットに

も大分前ですが書いてあります。このときからもうずっとふえるふえる、だから、

渋滞すると、こんな話をしてきましたけど、今、室長がおっしゃったようにこれ

から車は減っていくということです。そうしますと、大前提の車がふえるという

根拠が変わってくるのではないでしょうか。 

 それで、もう一つお伺いしたいんですけれども、費用の問題です。この前、一

たん民主党はここを凍結候補にしたと、新聞報道がありましたけれども、それが

今度は復活したと。費用対効果の計算をしたとのお話を聞いているんですが、費

用対効果は幾つだったのでしょうか。 

 

野中高速道路推進室長 １点目ですが、そのパンフレットは恐らくちょっと昔のものだと思います。

そういうこともありまして、最近ですが、交通量の推計が右肩上がりではなくて、

横ばいもしくは若干減る、全国平均では２.数％という数字が出ています。４２

年まで、３％ぐらい減っていくのではないかという。それに基づいて推計してい

ますので、そのパンフレットのときと、今の計算は違うと思います。 

 ２点目のＢ／Ｃ、費用対効果という話ですね。北部区間のＢ／Ｃにつきまして

は、国交省で現在検討中だと聞いております。 

 

小越委員  車がふえるから環状道路をつくろうというときと、減っているときにどうして

同じようにつくろうというのか。ふえるという前提だから環状道路をつくりまし

ょう、ということでしたけど、減るという前提だったらつくりましょうというこ

とにはならないと思うんです。だから、このパンフレットに書いてあることが変

わったというのであれば、結果も変わっていくのが当然だと思うんです。費用対

効果は、１は超えているんですか。 

 

野中高速道路推進室長 数字は、承知しておりません。ただ、国土交通省が進めている以上、１は

超えていると思われます。超えていないと、当然事業は進められないと思います。 

 減っているからおかしいというのですが、確かに交通量は、４２年は２.何％

減るという推計が出ていて、それに基づいてやっても、なおかつ、この道路の北

部区間につきましては、非常に効果が高いという結果がでているので、つくらな

ければならないと考えています。 

 

小越委員  所管になってしまうので、ここでやめますけど、効果が高い理由が出てこない

と思うんですよ。前と同じように、時間が短くなるといいましたけれども、どの
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くらい効果があるのか、きちんと説明されているのかと思います。その費用対効

果は、この環境レポートのときには、３.１、２６９億円程度の効果があります

と書いてあるんです。３.１なんて物すごい数字ですよね。今、１行くかどうか

ですよね。この３.１のときにつくりましょうと言っているのと、今、１をちょ

っと上回ったくらいのときと、全然状況が違うと思うんです。平成１１年の交通

センサスに基づいた国土交通省の費用対効果が３.１ですけど、平成２２年の交

通量調査を待ってから、もっと詳しく検証すべきではないですか。 

 

野中高速道路推進室長 ２２年の交通量が、例えば、国道２０号で、現在の６万５,０００台が３万

台とか２万台に減ってしまったということになれば、これはもう全然前提条件が

違うという話ですけど、現在の交通量を見ていると２０号であってもそんなに変

わりはないという結果が出ていると聞いております。それと、Ｂ／Ｃについては、

当然、両方見直しています。コストのほうも見直しておりますので、まだ現在幾

つになるかは公表されていないという状況です。 

 

小越委員  そうしますと、２２年のときには２万に減らなくても４万台かもしれませんけ

ど、２０年も３０年も本当に６万５,０００も５万台もあるのかという話です。

平成４２年、またもっと先も、つくった暁にはそのランニングコストをどうする

のか。結局これは有料道路ではありませんから、お金を回収するわけにいきませ

んし、この負担のことも考えますと、今の時点ではなくて２０年後、３０年後に

道はどうなっているか、人口はどうなっているか、そこまで見越さないと、ちょ

っと前の数字で３.１が今１かどうかという数字ですよね。どんどん変わってい

くんですよ。そう思いますと、私はここをもっと説明しなければいけないと思い

ます。 

先日、１,１５０億円かかると言われましたが、それはこの技術レポートのと

きと同じ数字だと思います。これから安くなるのではないかという話がありまし

たけれども、私が心配しているのは橋です。橋梁がたしか９橋、橋梁建設があり

ました。橋をつくるというのはお金がかかると思うんですけれども、この１,１

５０億より少なくなるんですか。金額はもっと大きくなるのではないですか。 

 

野中高速道路推進室長 これは国土交通省に聞いてみなければはっきりしたことは言えませんけど、

基本的にコスト縮減ということでやっておりますので、１,１５０億円より上回

ることはないと思います。 

 

小越委員  では、課長がそうおっしゃったので１,１５０億円を上回ることはないと、皆

さんにも私からお伝えしたいと思っております。 

 広域農道の建設について、公共事業の評価委員会で指摘されています。ちょう

ど甲斐市宇津谷のところで、橋を渡って広域農道と一緒になりますけど、橋があ

るから前より金がかかっていたんだと。私もあそこが心配なんです。お金がかな

りかかるのではないかと。アクセス道路のお金は別だと思うんです。ただ、用地

買収もどのくらいあるか、隣家の補償もありますので、１,１５０億円という数

字だけでいいのか。また、１,１５０億円そのものも私は高いと思っていますの

で、これが今本当に必要なのかと思っていて、この予算のここは、ぜひとも反対

したいと思っています。民主党さんはコンクリートから人へといったんですけれ

ども、やっぱりコンクリートから道かなということがここに如実にあらわれてい

ると思います。交通量予測もせずに、とにかく平成７年、８年の数字から変わっ

ているにもかかわらず、結果だけつくるという、これだけが先行していく、建設

ありきで進めていることについて、県は何も反省なくやっていることについて、
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私はこの予算を反対したいと思います。 

 あとは所管でやります。 

 

         （やまなし土木施設環境ボランティア推進事業費について） 

石井委員  それでは、予算関係について質問させていただきます。 

 県土整備総務課ですけれども、県土の４ページ。やまなし土木施設環境ボラン

ティア推進事業費でございます。これは２６０万８,０００円という予算で、「快

適で美しいまちづくりを推進するため、ボランティア団体等が主体性をもって、

県管理道路・河川の美化活動を推進する。」と記されておりますが、これらについ

ての参加団体等についてちょっとお伺いしたい。 

 

吉澤県土整備総務課長 このやまなし土木施設環境ボランティア推進事業というのは、県、市町村、

それからボランティア団体が連携して、県が管理する道路・河川、公園などを対

象に清掃や植栽管理などの美化活動を支援する事業です。 

 それぞれの役割分担ということで、県は道具の提供であるとか、傷害保険への

加入、あるいは清掃美化活動を認証する看板の設置など、ボランティア団体への

支援をしています。市町村では美化活動で集められた廃棄物を収集しています。 

 それで、参加団体ですが、平成２１年度の事業ということで、２１年１月末現

在で、８１団体、３,３６３人という実績が出ています。 

 

石井委員  非常に大事な事業だと思います。そういった中で予算的なものがちょっと少な

いかなとも思いますけれども、多くの県民がこの活動を、こういう事業をやって

いる、また、その参加団体等のことも知る必要があるのではないかな、知らせる

必要があるのではないかと思っています。そういったことの中で県民意識を変え、

あるいは参加しようという団体が多くなり、県民一人一人がそういう認識のもと

でこの活動を進められれば、さらに効果的ではないかなと思っております。そこ

で、どのように周知していくかということも含めて、今後の考えをちょっと聞き

たいと思います。 

 

吉澤県土整備総務課長 この事業は県、市町村、それからボランティア団体が連携してということ

で、かなりいろんな団体に参加していただいております。その団体そのもの、実

態を一番把握しているのは市町村だと思いますので、市町村を通じて、この事業

の普及活動を進めていきたいと思います。 

 

石井委員  今後、特に一般の人たちに対しても、こういった日を定めて県下一斉にやると

いうようなことも効果的ではないかなと思っていますので、よろしくお願いいた

します。 

（都市公園建設費について） 

 それでは、もう一点、都市計画課でございますけれども、県土の４１ページ、

桂川ウェルネスパークほか３公園の事業について１２億円余の予算が計上され

ておりますけれども、この事業内容と、それから、ほか３公園というのはどこで

すか。 

 

河西都市計画課長  桂川ウェルネスパークほか３公園でございますが、あとは小瀬スポーツ公園、

それから、緑が丘スポーツ公園、富士川クラフトパークです。 

 それで、事業内容といたしましては、桂川ウェルネスパークにつきましては、

来年度に完全供用、完成させるということで、広場整備とか散策路の整備がござ

います。そのほかの３つの公園につきましては、防災拠点の位置づけになってお
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りますので、防災公園としての機能強化を行います。 

 

石井委員  防災ということがありますと、避難場所とかいろいろの点で安全を確保するの

も大事でございます。 

桂川ウェルネスパークについては、私も時折よらせていただいておりますけれ

ども、県道から１キロぐらい入りますので、アクセスの関係もあって、ちょっと

利用者が少ないかなという感じがしております。そういったことも含めながら、

この計画は立てられていると思いますけれども、今後の運営や管理、指定管理が

要るのかどうかについて考えをお聞きしたいと思います。 

 

河西都市計画課長  桂川ウェルネスパークにつきましては、現在西ゾーンと中央ゾーンを供用をし

ております。残る東ゾーンの整備を進めているわけですが、現在、指定管理者制

度を導入して管理を行っているということで、指定管理者の持つ宣伝力と申しま

すか、ＰＲ力、そんなものを発揮していただきながら、できるだけの利用増進に

努めていきたいと思っています。 

 

石井委員  県東部地域で唯一の公園ではないかと思っています。周辺の上野原、大月、ま

た、都留あるいは全国各地からも子供づれで訪れる姿を見ますと、さらに充実さ

れることを願っているわけでございます。そういった面も含めまして、今回ここ

へ計上されて進められていることは、非常にありがたく思うわけでございますけ

れども、今後とも取り組みをよろしくお願いします。 

 

         （都市公園建設費について） 

木村委員  石井委員の質問に関連して。実は、阪神淡路大震災の後、神戸の防災公園とい

うのがテレビで映ったので、どうしても見たいと思って行ってまいりました。行

く前に昭和町の防災公園を見ていきました。議長さんも、皆さんもごらんになっ

ていると思いますが、そこには１００カ所のトイレがあります。下水の上にマン

ホールがあって、そこに座ったときに隠れるくらいのもの置くとトイレになると

いうものが１００個ありました。それで、神戸のほうは６０か７０くらいしかな

かったんですね。昭和の防災公園のほうがすばらしいなと思って、遠くを見て、

自分の地元に感心したわけです。防災ということであれば県から補助金などある

ようですけれども、ここに書いてあります都市公園建設費については、簡易トイ

レなどは実際に一番役立つものですから、考慮に入れていただきたいということ

だけを言わせていただきます。よろしくお願いします。 

 何かあればご説明いただければと思います。 

 

河西都市計画課長  先ほど、説明をしなかったんですけれども、小瀬スポーツ公園、緑が丘スポー

ツ公園は、防災避難地になっておりますので、委員がごらんになったものと同じ

ような災害対応トイレの整備を来年度もやることになっております。 

 

         （建設副産物対策費について） 

内田委員  ９ページの臨時事業ですけれども、山梨県建設リサイクル推進計画等見直し検

討という内容で、建設副産物対策費が計上されています。これは業者から入って

きた話なんだけれども、県でもとの西武のところを取り壊したときに、建設関係

のコンクリートの廃材みたいなものを明野のほうへ持ち込むように、要するに、

今、明野へ持ち込むものがないからということで、県のほうから業者にプレッシ

ャーがかかったという話を聞きました。この建設リサイクル推進計画を見直すと

いうことは、例えば、県の建物でもいいんだけれども、解体業者が取り壊しをし
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ますよね、そのときのリサイクル率はどのくらいなんですか。 

 それと、もう一つ、これも多分把握していると思うんだけれども、山梨県全体

のリサイクル、要するに建設リサイクルですね。リサイクル率はどのくらいにな

っているんですか。見直しをするということは古いものがあるということだよね。 

 

井上技術管理課長  現在のリサイクル率でございます。建設副産物、建設工事から出るもののリサ

イクル率ですけれども、１９年の数字がございまして、コンクリート殻、アスフ

ァルト殻につきましては、１００％に近いリサイクル率です。それから、汚泥が

８３％のリサイクル率です。木くずは８０％のリサイクル率。そのほかとしまし

て、廃プラスチック、紙くず、廃石こうボード、アスベストなどということで、

リサイクル率は９０％です。 

 

内田委員  多分、コンクリートだとかアスファルトなど、重量でいくとこっちのほうが全

然多いと思います。廃プラの関係よりもはるかに多いと思うんだけど、コンクリ

ートなどは１００％ということだから、明野へ持ち込むものは、本来はほぼない

ということですよね。そういう中で、今、トータルで９０％といいましたよね、

この９０％を見直して、例えば、９８％ぐらいにするということなんでしょう。

私は最終的には建設の関係のリサイクルは限りなく１００に近づくと思ってい

るんだけれども、そういうことを見直したいということでしょう。 

 

井上技術管理課長  １００％のリサイクルを目指していくものですが、今回の見直しの視点といい

ますのは、これとは別に建設発生土というものがあります。建設リサイクルです

と発生土、いわゆる残土です。建設工事に伴う残土の有効利用、これはなかなか

１００％利用するというのも難しいんですが、それをより一層、有効利用をする。

それから、対処療法から予防療法への転換ということで、排出抑制策ということ

です。例えば、住宅やそのほかの社会資本の長寿命化や適切な維持更新によりま

して、極力建設副産物を発生させない、いわゆる予防療法への転換を今、全国的

に進めております。 

 それから、特に民間工事のリサイクル率という視点から新しく建設リサイクル

推進計画を見直していきます。 

 

内田委員  言っていることはすごくよくわかるんだけれども、何で私がここで聞いたかと

いうと、県土整備部と森林環境部で委員会としては一緒なのだから、県土整備の

今のような考えを森林環境部のほうに、ぜひリンクさせて入れてもらいたいのね。

私が言わんとしているのは、例えば、今、県は明野から境川へと移って、並行し

ていくという考えで動いていると思うんだけれども、２０年たったときに、建設

関係のリサイクル率は多分１００％になっていると思うんだよね。実際に今現在

だって多分そうだと思うんですよ。そうすると、明野へ持っていっているものは、

あれはほとんど安定型の、要するに、公共が関与しなくてもいい処分場で処理で

きるものなんだよね。それ以外のものは物すごく量が少ないわけですよ。それは

多分ますます少なくなってくる。もっと言えば、焼却灰も多分限りなく少なくな

っていくんだよね。そういう中で、我が県は最終処分場を１つつくって、さらに

もう１つでかいやつをつくろうと、こういう状況にあると思う。県土整備の今の

ような考えをぜひ入れていってもらいたいんだけど、なかなか森林環境部のほう

はそういうところが頭が固くて、過去に計画したものをそのまんま進めていこう

という部分があるんだけれども、建設ってそうではないですよ。だって、コンク

リートの破片みたいなもの、鉄筋が入っていてもあれは崩していくと、全部、分

ければみんなリサイクルできる。あんなところへ持ち込むものは何もないんだよ
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ね。そういう状況なんですよ、今。だから、１５年、２０年たったときはもっと

リサイクル率は高くなるはずなんですよ。そういう県土整備部の考えを、同じ土

木森林環境委員会の中なんだから、ぜひ森林環境部のサイドに今の考えを伝えて

もらいたいんですよ。この計画をせっかく見直しするんだからね。部長からぜひ

それは答えてください。 

 

下田県土整備部長  今、委員おっしゃったとおりだと思っておりまして、見直しの中には、公共３

部必ず入っていますので、またそういう状況なり将来的な、捨てるものが少なく

なっていくというような状況は十分認識されるものだと思っております。 

 

内田委員  認識が私とちょっと違うと思うんだよね。明野の処分場や新しい処分場がある

でしょう。あれに対して、県土整備部としての意見をもっと言ってほしいという

ことを言っているんです。わかりますか。そういう話し合いはないでしょう。 

 

下田県土整備部長  この明野の問題に関して、境川の問題もありますけれども、公共工事、あるい

は建物の解体から出せないのかという話が実際ありました。先ほど課長が言った

ように、リサイクル率がかなり高いので、出すものは少ないということは十分伝

わっていると思っておりますので、その中で検討されていることだと私は理解し

ております。 

 

         （平成２２年度公共事業予算について） 

森屋委員  時間も余りとってはいけませんので、１つだけお話をさせていただきたいと思

います。 

 どなたもおっしゃらないのですけれども、私は今回のこの山梨県の県土整備部

関係の２２年度予算には、実は、従来にない、危機感を大きく持っています。国

のほうで言えば、小泉内閣以来、私ども県におきましても、相当大きな公共事業

の削減率をこの７、８年ぐらいずっと乗り越えてきた。そして、経済の落ち込み

というときには補正予算が出されて、その対策もしてきたという流れが過去から

ずっとあるわけですけれども、私は今回、平成２２年度はそういう大きな流れの

延長線上にはないという大きな危機感を持っています。それは、第一に政権が変

わった。根本的な考え方は国のほうが変えてしまったということですよね。それ

で、今回のこの当初予算を見ましても、事業費においても１００億円ほどの減で

あります。この間からの知事の本会議での答弁を聞いたり、あるいは先ほどの部

長のお話を聞いても、知事は本会議では、いずれ途中の補正を期待するというよ

うな期待感を述べられている。部長は、なるべく自分たちのこの予算は前倒しを

するような努力をしていきたいというお話なんですね。要は、その後ろの補正へ

の期待感というものは、やっぱり同じ認識でいらっしゃると思うんです。細かい

話はできませんけれども、総論として、この２２年度からの私どもの県の公共事

業費の確保、見通しについて、今、部長自身はどういう御感想をお持ちなのか、

ちょっとお聞きをしたい。 

 

下田県土整備部長  ２２年度補正、そして予算全体のことだと思いますけれども、議長からも今お

話があったように、補正には大いに期待をしているところです。期待の段階です

が、これから国の直轄事業もかなり削られて、事業が順調に進むかどうかという

心配もあります。事業を前向きに取り組んでいただくという要望の機会もありま

すが、そういった行動の中で、地域の経済が疲弊しているというようなところも

含めて、これは知事会のほうでもそういう提案をすることになっていますけれど

も、事業の必要性、山梨県にとっての社会資本整備の必要性を、あらゆる機会を
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通じて伝える中で、予算につながっていけばと思っております。 

 

森屋委員  同じなんですよね。知事の答弁もそうでしたが、補正への期待感というのは、

過去からの政権の延長線上に今日を見ているからだと思うんですよ。私たちは政

治の立場でいうと、もっと強い危機感を持っています。ただ単に県の総額の事業

費を確保するという意味合いだけではなくて、皆さんが一番御存じのとおり、山

梨県の場合は公共事業費の削減というのは、常に経済・雇用という１つの側面を

持っていますが、大きな流れはソフトランディングしていかなければならない。

公共事業を今から伸ばしたいなんていう人は、政治家でも一般の人でもいないと

思いますよ。建設業の転換という課もつくってやっているわけなんだけれども、

その兼ね合いをいかにソフトランディングさせていって、そして、なおかつ山梨

県としての公共事業費の総額が減っていく中であっても、橋梁であったり、道路

であったり、新しい大きなものはつくらないにしても、必ずやっていかなければ

ならない事業というものはあるわけです。やっぱりその辺を、この政権交代をし

た国においてされたことの危機感というのをもっと持って、県土整備部自体で、

常に国の動向を期待するということではなくて、考え方の整理をしていかないと、

この２２年度というのは、すごい大きな変化の年になると思います。だって、国

会議論を聞いても、既に９２兆円、３兆円なんていう国家予算をあらかじめつく

っておいて、その当初予算を途中で補正なんか組めないですよ。ですから、私は、

申しわけないけれども、皆さん方は大変な仕事、日常的な仕事をしながらだと思

いますが、この２２年度は当初から、抜本的に山梨県のこの公共事業をどうする

のかという議論をぜひ進めてもらいたいと思います。本当に僕はすごい危機感が

あります。どうでしょうかね。 

 

下田県土整備部長  別に危機感を持っていないわけではございませんが、昨年、社会資本整備の方

針というものをつくったんですけれども、こう予算が削られてくると、今時点で

達成というのはなかなか難しいと思っております。そういう意味で、あれをもう

一度見直すのかどうか、また来年議論したいと思います。見直すのか、また新た

にどこに重点を置くのか、どこに軸足を置くのかといったところで、検討はして

いきたいと思っております。 

 

討論       なし 

 

採決       起立採決の結果、原案に賛成すべきものと決定した。 

 

 

※第２８号   平成２２年度山梨県流域下水道事業特別会計予算 

 

質疑 

 

小越委員  確認をしたいんですけれども、この後、審議があります条例に、流域下水道維

持管理費用の市町村負担の件の改正があります。２つのところで若干引き上げが

入っているんですけど、この流域下水道特会では、その市町村負担の引き上げを

前提に予算がつくられているという認識でいいですか。 

 

小野下水道課長  後ほど議案で維持管理費用の負担金の件が出てまいります。それの金額に基づ

いて維持管理費の項目の予算が積算されております。 
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小越委員  私はその市町村負担引き上げについて反対ですので、この下水道特別会計も反

対になります。 

 今後の見通しを聞きたいんですけれども、特に桂川のところは１００円という

ことで大幅に値上げがされています。あとの条例改正のところでももう一回聞き

ますが、今後も処理量がふえていくのか、いつになったらこのフローが見えてく

るのか、そこの見通しをまずお聞きしたいんですけど。 

 

小野下水道課長  あとの議案のところで出てきますので、そちらでよろしいでしょうか。申しわ

けございません。 

 

討論       なし 

 

採決       起立採決の結果、原案に賛成すべきものと決定した。 

 

 

 ※第１３号   山梨県流水占用料等に関する条例中改正の件 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 ※第３８号   急傾斜地崩壊対策事業施行に伴う市町村負担の件 

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※第３９号   流域下水道の維持管理に要する費用の市町村負担の件 

 

質疑 

 

小越委員  この説明資料４ページによりますと、下水道利用者から市町村が使用料を取る

ということになっているんですけれども、例えば、富士北麓の下水道の利用率と

か接続率はどのくらいになっているんでしょうか。 

 

小野下水道課長  下水道を利用できる人たちがどのぐらい下水道に接続しているかという率を

水洗化率と申しますけれども、富士北麓の場合、これが２０１０年２月２２日現

在、下水道課のホームページに出ているものでございますが、８３.９％と、約

８４％の人たちは既に接続していただいているという状況でございます。 

 

小越委員  下水道利用者の方々が市町村に使用料を払い、市町村から負担金を取ると、そ

の総額は減ると。処理単価はふえるということですけれども、総額は減るんです
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よね。ということは、下水道に接続している方は８３.９％ということですが、

利用量そのものが減っているということですか。 

 

小野下水道課長  この単価につきましては、あくまでも県の流域下水道で下水を処理するために、

１立方メートル当たりどれぐらいの費用がかかるかということでありまして、こ

れと、使用料というものはまた別の話です。市町村では、１立方メートル当たり

幾らという下水道使用料単価を決めております。その使用料で県の汚水処理に対

する費用を維持管理負担金で納めて、なおかつ自分のところで持っている下水道

管の管理などにその使用料金の残りの部分を充てるということで、料金が成り立

っております。 

 

小越委員  そうしますと、下水道の利用者の方々にとって料金が上がるということはある

んですか。 

 

小野下水道課長  市町村の考え方でございますけれども、過去の例を見ますと、ここで３円上が

ったからということで使用料にはね返るということはございませんでした。 

 

小越委員  過大な下水道整備にならないようにということなんですけど、そもそも今回３

円上がるということで、下がるのであればいいんですけれども、上がるというこ

とになってきますと、今後この利用される１２％がまた１５、１６になってきま

すと、また処理単価が上がっていくことになるのではないかなと思い、心配にな

ります。総額は減るというのですが、処理単価が上がるということで、市町村の

今後の負担のことも考えますと、値上げされることについては反対です。 

 

討論       なし 

 

採決      起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

 ※第４０号   流域下水道の維持管理に要する費用の市町村負担の件  

 

質疑       なし 

 

討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※第４１号   流域下水道の維持管理に要する費用の市町村負担の件 

 

質疑 

 

小越委員  ここの桂川だけ最初から７５円とか１００円ということで、どうしてこんなに

高いのですか。 

 

小野下水道課長   ほかの流域も供用開始時点はこのぐらいのレベルの単価でございます。下水施

設というのは、当然スケールメリットがすごく働く施設でございますので、今後、

量がふえればふえるほど単価が下がってくるという形になります。 
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小越委員  ということは、２５年にもう一度負担金が上がることになっています。２７年

には赤字の返還が終わることになっていますので、２７年からは５０円台ぐらい

に下がるんですか。 

 

小野下水道課長  今、言われました一番下のグラフは、模式図でございますが、この中で説明を

いたしますと、２８年度の負担金単価は実線の位置から点線の処理原価の位置ま

で下がります。初期赤字を返還する必要がなくなりますので、実線の位置から点

線の位置まで下がるということです。これは計画流入水量、流入水量に基づきま

す維持管理費などに関連してきますので、ここで何円ということは言えませんけ

れども、概念的にはそういうことでございます。 

 

小越委員  ということは、概念の計画上は多分７５円に戻るということになるかと思って

いるんですけど、先ほど聞きました桂川流域下水道へはどのくらいの接続がある

のでしょう。 

 

小野下水道課長  桂川につきましては、市町村が各家庭に迎えに行っている下水道管がまだ大変

低いです。だけど、迎えに行っている中で、どのくらいつないでいるかという部

分でいいますと、６９.２％ということです。これは２０１０年２月末現在の数

値でございます。 

 

小越委員  近くまで大きい管が行っていないところが、まだかなりあるのかなと思います。

そこに工事をさせていくと、またお金がかかっていくと思うんですよね。それは

市町村とか向こうの負担かもしれませんけど。そうすると、この処理原価は流入

下水量が多ければ多いほど安くなっていくと思うんですが、流入下水量がこれか

らもっと多くなるという見込みはないんでしょうか。 

 

小野下水道課長  桂川流域下水道につきましては、市町村の計画がありますが、まだ桂川流域下

水道計画区域の全人口の２４％の人たちしか使えないというところまでしか整

備がしてありません。今後、市町村が下水道計画を持っているエリアへ下水道管

を敷設して、流入下水量がふえていくことによりまして、維持管理負担金単価は

順次下がってくるという内容でございます。 

 

小越委員  原理はそうだと思うんですけれども、地形的なものもあり、２４％が８０ぐら

いになるにはかなりかかるのではないかなと思います。私は今の市町村財政のこ

とも含めますと、この大幅な１００円値上げというのは負担になると思っており

ます。それが回り回って住民のところのサービスにつながるのではないかと危惧

いたしますので、これについては反対いたします。 

 

討論       なし 

 

採決      起立採決の結果、原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※第４２号   山梨県道路公社が行う有料道路の料金の変更に関する同意の件 

 

質疑       なし 
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討論       なし 

 

採決       全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

（ 休 憩 ） 

 

※所管事項 

 

         （中部横断自動車道沿線地域の活性化について） 

中込委員  私は中部横断道沿線地域活性化工事等に関連しまして、県土整備部関係の質問

をさせていただきたいと思います。 

 中部横断道沿線地域の活性化というのは、山梨県にとって本当に重要であろう

と、だれもが考えていると思います。なぜかといいますと、この大きなプロジェ

クトが約１０年近くで完成をしていく。大きな財源を使ってやるということもあ

りますが、いかに山梨県を活性化していくかというときに、この沿線の県民がい

かにこれに関心を持って、ハード的にも大事だけれども、ソフト的にもこれをや

っている。そうしない限り、山梨県の発展はあり得ないということが１つありま

す。 

 また、あと１０年というと、山梨県の現状を見たときに団塊の世代がちょうど

今６０を過ぎていますから、７０で、後期高齢者に入っています。この１０年間、

この人たちが何とかしないと、山梨県の人口も若い人がいなくなっているのが現

状です。この団塊の世代が高齢化社会になって、まだ活力を持っているこの１０

年間、この間にいかに山梨県、この中部横断道沿線地域にどのようなソフトを持

ってやっていくかということも大事であります。そう思っております。 

 また、関越自動車道と東北自動車道の間をつなぐ郡山から新潟の道路ができた

ときに、みんな喜んだそうです。活性化するぞと思っていたところが、あの道路

が出た後、かえって過疎化したと、こういう事例もあります。ただ夢を見るだけ

ではなくて、中部横断道を見ますと、推進協議会も南部、中部、北部と分けて活

性化しようとしているんですが、南部にわたっては、下手したら過疎化のための

道具になるのではないかということもあって、本当に重要ではないかという考え

でおります。そんなことで、この１０年間、県土整備部の皆さんにも力をいただ

きながら、これをどのように活性化していくかということで、戦略的にはまず骨

組みができない限り、頑張ってもだめだろうと思っておりますから、この件に関

して質問したいと思います。県負担金を１８０億円から１５０億円減らして３０

億ということになったのが約２年前、そして、知事の肝いりで活性化構想が決ま

り、今度はその推進協議会が出きた。ここまではいいんですが、これからの問題

です。ここで中部横断道は、現時点でいつ完成できると考えているのか、最初に

質問したいと思います。 

 

野中高速道路推進室長 中部横断自動車道は御存じのとおり、２つに分かれて施工しております。 

 まず、現在、開通しています増穂インターから六郷インターの９.３キロ。こ

れは、中日本高速道路が施工していますが、平成２８年と聞いております。その

次、県境のほうに行きまして、富沢から県境までの９.６キロ、これも中日本高

速道路株式会社から平成２９年と聞いております。その間の２８.３キロを新直

轄区間として国が現在施工しております。その部分につきましては、おおむね１

０年という言い方を国のほうはしております。したがいまして、本県といたしま

しては、平成２９年の中日本に合わせて全線開通できるように現在お願いしてい
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るところでございます。 

 

中込委員  そうすると、８年から１０年以内に完成すると。この間が、多分勝負だろうと

私は思っています。 

 インターチェンジを活性化するには、人におりてもらわなくてはいけないと思

っておるんですね。便利だからといって、乗って清水へ、静岡県へ出ていくだけ

では何の意味もなくて、おりてくるということが大事です。以前勉強させていた

だいたところ、インターチェンジというのは、政策インターチェンジと地域活性

インターチェンジがあるようです。政策インターチェンジというのは、皆さん御

存じのとおりできているんですが、地域活性化インターチェンジは、これからつ

くろうとしているのか、現状はどんな動きがあるのかを教えていただきたいと思

います。 

 

野中高速道路推進室長 これは全国の例なんですが、日本の高速道路の平均インターチェンジ間隔

は約１０キロで、欧米は４キロから５キロということで、欧米と比べて日本のイ

ンターチェンジは約２倍の長い間隔になっています。このため、利便増進事業等

を通じてインターチェンジの最適配置やアクセス強化等も現在進められており

ます。中部横断自動車道でいいますと、現在、双葉ジャンクションから県境まで

の６３キロの間に白根、南アルプス、増穂、六郷、身延、南部、富沢の７つのイ

ンターが現在計画されています。これを単純に８区間で割りますと約８キロとい

うことになりますので、少し長いかなと思います。特に身延インターチェンジか

ら南部インターチェンジの間隔が約１３.２キロと、少し長い間隔にもなってい

ます。また、ここには身延山久遠寺がすぐ近くにございますが、身延インターは

北寄りにございます。現在、この中間の和田地区というところに、地域活性化イ

ンターということで、設置の可能性を検討しています。そこで一番早い話で言え

ば、静岡方面から来た人を身延山久遠寺のほうへ行ってもらうような活性化策等

を現在検討しているところでございます。 

 

中込委員  そうすると、現在検討している地域活性化インターチェンジは１つということ

ですね。もし、もう少し南のほうに地域の要望があったときには、つくることは

可能なんでしょうか。 

 

野中高速道路推進室長 つくるときは当然Ｂ／Ｃとか、いろんなことを検討して、検討はすること

はできると思います。ただ、最終的には国の認可をいただかなければなりません

ので、その辺が非常に難しいかと思いますけど、検討はできるということです。 

 

中込委員  一番の問題は地域が盛り上がらない限り、国、県がつくってあげても、それは

無駄になるだろうと思うんです。ただし、逆に今度は地域の要望だけを得ても、

それはただ便利さだけで、あるいは自分たちが出ていくために便利だからという

要望もあると思うんですね。その辺は、地域活性化インターチェンジですから、

本当に冷静に客観的に分析をして、それが先ほどの郡山の例ではないんですが、

発展しない、逆に過疎化につながるようなものについては、断固としてこれは許

可しないなど、その辺のことで検討していただきたいと思いますが、それについ

ての御意見はいかがでしょうか。 

 

野中高速道路推進室長 現在、中部横断自動車道沿線地域活性化構想推進協議会というものがござ

いまして、その中でも現在、委員さんがおっしゃるのと全く同じような意見もた

くさん出ておりますので、その辺も参考にしながら、今後詰めていきたいと思い
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ます。 

 

中込委員  続いて、そのインターからおりてくるときのアクセスとして、山梨県の中部横

断自動車道沿線地域の大きなところは、富士山の観光地域ですね。これに行く道

路、国道３００号があります。これと、大きな目玉として日本全国に売れるとこ

ろは、南アルプス国立公園があるわけですね。この間、我が会派の白壁議員の質

問で、３００号については、そこからアクセスできるように急峻なところは整備

してくれるという答弁をいただいているんですが、私は、この中部横断道で最も

売りになるのは、自然の残っている南アルプス、この山麓の南アルプス国立公園

をいかにするかだと考えているんですね。すばらしい観光資源を活性化につなげ

ていくためには、ここにアクセスする道が今のところ１本で、私たちのいる南ア

ルプス市の芦安地区から行く、南アルプススーパー林道だけなんですね。なおか

つこれは林道でありまして、６月下旬から１１月初旬、わずか４カ月ちょっとの

間だけで、しかもマイカー規制があるというような状況です。ここで、いかに戦

略的に富士山、南アルプス、この２つに両側に人をやるかということを考えたと

き、県土整備部にお願いしたいところは、いかにこの南アルプスに人を入れるか。

それも通年入れるか。これはうんと大事なことと思っておりますが、私の個人的

な希望は、早川の町長さんも言っていますが、できれば芦安から奈良田、この辺

に何か１本道が抜けられないかと思います。この辺の可能性について質問したい

と思います。 

 

上田道路整備課長  同じ話になるかもしれませんけれども、中部横断自動車道、これは地形の関係

で富士川に沿って骨組みがあって、それから肋骨状に道路が出ていると思うんで

すね。それで、３００号については答弁のとおり富士北麓のほうにつながってい

るということで、それなりに整備して連携強化を図ります。委員のおっしゃって

いる芦安から奈良田へ抜ける道路は、実は平成１３年、地元の早川町が中心にな

りまして、沿線の市町村は全部入っているようですけれども、期成同盟会を立ち

上げて、何とかしてくれという話は聞いているところです。 

 それからもう一つ、平成１４年、１５年でしたか、２カ年にわたって林道が崩

落したという事実がありまして、その間は２年間芦安側のほうからは入れなかっ

たということで、特に観光については芦安は非常に深刻な状況だったということ

も伺っています。 

 それで、そこの構想については、昔からそういう話があったこともありますし、

また、そういう事故もあったものですから、本当に机上で、超概略で絵も書いて

みました。想定ですから、かなりラフだとは思いますけれども、想定できるのは

芦安から桃の木温泉、それから最短で奈良田のほうへ向いていきますと、約２.

３キロ弱ぐらいのトンネル、あと早川に橋がかかれば、絵としては、できると思

っています。ただ、この当時は、当然国の補助事業ということになりますと、２

車線でやるという話もございまして、本当に莫大な金がかかるということがまず

一つあります。それから、自然環境の問題とかもあって、もうちょっと先の話だ

ろうなと思っておりました。 

 

中込委員  本当に状況がいろいろ変わってきているんですね。今、課長に答弁いただいた

ように、昔あったということもあるんですが、私は先ほど述べたように中部横断

道というのは、これからの山梨県活性化の起爆剤になる。そして、すばらしい資

源を持っていて、これを活用することによって本当に山梨が発展していくという

時期も来ています。そして、先ほど室長からも答弁いただいたように、あと１０

年ということで、中部横断道開通と同時に南アルプスに来てください、富士山麓
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にも来てくださいということで、これは本当に大事な時期にもう差しかかってい

ると思うんですね。私は技術的なことはわかりませんけれども、これから調査を

し、また、地権者の交渉をしたりして、それをつくっていったら、多分時間もか

かると思うんですが、その開通の時期、タイミングをずらしては、積極的な効率

的な財政の運用も、もったいないと思うんですね。できれば、ぜひ中部横断道開

通の時期に、このトンネルができるということで今から準備に入っていただきた

いと思うんですが、その辺の可能性はいかがでしょうか。 

 

上田道路整備課長  先ほど申せばよかったかもしれませんが、一応、机上では書いた経過はござい

ます。それで、先ほど申したとおりのルートが想定できるかなと思っております。

今、あそこのルートといいますか、広河原については、委員のおっしゃっている

県道の南アルプス公園線から入るルートと、芦安から入る林道、２つのルートが

平行して広河原に行っているということで、似たようなルートを使っているとい

うことであります。例えば、マイカー規制は両方の道路を一緒にやっていまして、

約４カ月間、広河原まで行ける経路になって、あとは全部シャットアウトという

ことで、利用者は３万人とかと聞いています。 

 道路整備の立場で言わせていただくと、南アルプス公園線は、身延町の下山と

いうところからずっと延々と地形の悪いところへ入っていきまして、よく交通ど

めになることがありますので、上のほうに抜けることになれば、今、孤立してい

る集落、災害時に孤立するような集落も複数ルートを確保できるということで、

非常に価値があると思っております。それから、そこを抜くと、今、委員がおっ

しゃるとおり４カ月という利用期間となっておりますけれども、それが７カ月と

か８カ月とかもう少し利用期間がふえてくるかと思います。ただ、その先、広河

原のほうへということはどんな感じなのか、ちょっとまだ具体的な検討をしてい

ないのでわかりません。 

 あと一つは、中部横断自動車道ができるまでにということは、当然一般の方が

思うところだと思いますけれども、一番課題となっているのは、やはり財政の面

と言わざるを得ないと思っています。きょうの当初の予算でもありましたけれど

も、我々の道路事業はことしも３０億円ほど減っておりまして、５年で１５０億

円ということで、いわゆる地元の活性化策がどうかということと、我々が持って

いる概念やスタミナとの兼ね合いの中で、これをいつどういう格好でやっていく

のが一番いいかということは、もう一つの課題として、あると思っております。

そこの兼ね合いがうまくいくときがあれば、当然具体的にもう少し踏み出してい

くべきだと思っております。 

 

中込委員  細かく説明していただいてありがとうございます。 

 ただ、財政という問題もわからんわけでもないんですが、スーパー林道につい

て聞いたところ、先ほど課長が言われた１４年、１５年の崩落があったときに何

十億円か、かなりかかっているんだそうですね。県土整備部の中でも林道と道路

とは別ですが、あの地域を私たちが一般的に考えるならば、林道もわずか４、５

カ月の間はどうしても観光でつなごう、でも１本しかないとなると、崩落があっ

たときには、どうしてもお金をかけて修理するわけじゃないですか。その予算の

ことも考えながら、１本下に抜いておけば、観光とかではなくて、林道は林道だ

けのことでやってもらう。そして、長いレンジで、トータル的な予算として、県

土整備部と森林環境部とでその辺をぜひ考慮していただき、まず、将来、山梨県

が大きな発展をするためにという判断で、できるだけ優先度を上げて、逆に言え

ば、最優先に、この中部横断道ができるまでにやってもらうことがすごい効果の

あることだと思っております。その辺についてぜひお願いをしますが、回答はど
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うでしょうか。 

 

上田道路整備課長  話が大き過ぎて、私もはっきり申せないのですけれども、委員もおっしゃると

おりで、一般の方でそう思っている方が大分いると思います。ちょっと参考まで

に申しますと、林道のほうも平行してありまして、年間広河原から夜叉神の間、

ここに３億円程度の補修を入れていくということのようです。ただ、それがなく

なっていいかというと、そうでもなくて、林業経営そのものがありますから、幾

分道路管理はしなければならないと聞いております。 

 ですから、そこについて、全庁的な取り組みといいますか、議論の中で、今、

委員がおっしゃったようなことも加味しながら検討していくべき課題だとは思

っているところです。 

 

中込委員  最後の質問になりますが、中部横断道で、例えば、南部町から韮崎までの間に、

特に西側に向かっている県道身延線とか県道が何本かあるんですね。私はいずれ

にしてもこの活性化が成功するかしないかは、地域の人たちのソフト開発にかか

っていると思うんです。ここが燃えてきて、それに県がバックアップして、これ

でやれば可能性はあると。このいろんなソフトを開発する段階で、県道のここを

改良してもらって、ここに駐車場をつくってもらうと、このような要望が出たと

きは、これは積極的に協力していただけるかどうかをちょっと質問したいんです

が、よろしいでしょうか。 

 

上田道路整備課長  当然、地域の活性化策として、そういうものが出れば、言い方はおかしいです

けれども、財源の許す範囲で最大限応援していくつもりです。また、そうすべき

だと思っております。 

 

          （主要地方道四日市場上野原線について） 

石井委員  それでは、主要地方道四日市場上野原線について、伺います。 

 秋山村が誕生してからの上野原との交流という長い歴史の中で、トンネルも自

力で掘ったという歴史があります。そして、今日に至っており、非常に歴史と交

流が築かれてきたわけでございますけれども、昨年の９月には長い間の悲願、懸

案でありました新天神トンネルが予算化されまして、今、着々と工事を進められ

ているわけでございます。この間には県の担当者、また、富士・東部建設事務所

の関係者の皆さん方にも用地交渉からいろいろと御苦労を担っていただきまし

た。 

 実は、何日か前でございますけれども、安全祈願祭をしまして、いよいよ新天

神トンネルが着工の運びとなりました。前後する県道もまだまだ狭隘なところも

あり、これから長い年月がかかるのではないかという予測もされるわけでござい

ます。新天神トンネルが着工できましたこと、それから、周辺の県道整備につい

て、どのような予定がありますか、これもお伺いしたいと思います。 

 

上田道路整備課長  まず、新天神トンネルでございますけれども、これは石井委員がおっしゃった

とおり、大変長い間、地元の皆さんにも御苦労をいただきまして、やっと建設の

運びになったということで、昨年９月議会で決していただきまして、着工できる

ことになりました。これについては、順調にいきますと工程どおり１年間、２３

年の春までには建設ができると思っています。それから、管理設備等をつけまし

て、トンネルそのものを使えるようになるのは、このあと１年後ということで、

２４年の春には何とか使えるような形になるように努力をしていきたいと思っ

ています。 
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 それから、関連道路というのはきっと秋山村から抜けてくる道路のことだと思

いますけれども、実は県道四日市場上野原線は、上野原のほうから行きますと、

天神トンネルを抜けまして、一度神奈川県へ出まして、また秋山へ戻っていくよ

うなルートになっており、非常に迂回感がある道路であります。そのために、旧

秋山村は、みずから村道を広げるという整備をしてきましたけれども、それが大

分県道に近づいてきております。天神トンネルを抜けてすぐのところが狭隘にな

っているということで、そこにもまだ用地とかほかにも課題はあることは承知し

ておりますけれども、何とか整備していかないとならないとは思っています。で

きれば一緒にとも思いますけれども、まず天神トンネルを安全にしっかりつくら

せていただいて、それに引き続き着手できるように努力していきたいと思ってい

るところであります。 

 

石井委員  ありがとうございます。 

 今、上田課長がおっしゃられましたように、たしか秋山の桜井トンネルからこ

ちらへ抜けまして、県代行の事業で途中まで来て、あとは２００メーターか３０

０メーターぐらいなんですけれども、県道へ到達するところで今、とまっている

わけです。また、これは四日市場上野原線ということで、都留の四日市場から上

野原の国道２０号に接続している道路でございまして、その間には上野原の商店

街、そして、また、中央高速の上野原インター、それと上野原駅、そして、また

新天神トンネルという中で、この道路が完成すれば、まさに農林業を初めとして

観光や、あるいは地域の活性化、特に少子化等過疎化対策にも大きな貢献度があ

るのではないかと、このように思います。そういった面で新天神トンネルからイ

ンターまでもこういったところがありまして、非常に狭い道路が続くわけなんで

すけれども、それらも含めまして、市道の田野入から新天神トンネルまで、神奈

川県を通らず、県道として維持ができればというようなことも夢を持っているわ

けなんですけれども、それらの点についてはどのようにお考えですか。 

 

上田道路整備課長  今、先ほどちょっと申したところだったんですけれども、いわゆる県道からの

取り合わせの部分がちょっと市道に残っているということがございまして、主な

交通というのは、ほとんどが市道を経由していることもよく承知しております。

道路の形態としても、主交通はそちらになるような形で計画させてもらい、地元

の利用者が円滑につくれるような格好で計画したいと思っております。 

 

石井委員  前向きな答弁をいただきましてありがとうございます。 

 （国道１３９号松姫トンネルについて） 

それから、もう一点、よろしいでしょうか。 

 １３９号の松姫トンネルですが、債務負担行為のところで御説明いただいたん

ですけれども、約２５年度ごろに完成するということでございますが、丹波・小

菅村等の大月との交流等を考えまして、非常に多くの期待を持っているところで

ございますが、財源確保とかいろいろな問題で大きい予算になると思っていると

ころでございます。これらについては、計画どおり進められるのでしょうか。予

測をお伺いしたいと思います。 

 

上田道路整備課長 予算のところで、債務負担行為ということの中でお願いさせていただきまして、

２５年度までに今度は小菅村のほうから掘らせていただくということでござい

ます。それは順調にやらせていただきたいと思っております。その後、２６年度

までに使えるようにということを目標に頑張っていただいておりますので、御支

援をお願いしたいと思っています。 
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石井委員  ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。 

 （清流センターからの排水について） 

もう一点、よろしいでしょうか。環境のことでお伺いさせていただきます。 

 実は、桂川流域の下水道でございますけれども、実は清流センター、処理場が

あります。そこのところで、排水が非常に汚れているのではないかという話題が

桂川漁業組合から出たんですけれども、アユの生息が非常に減ってきた。それで、

石が黒くなっていて、生態系に影響が出てきてはいないかということです。水質

検査等進められているように伺っておりますし、非常に公害的なものはないと伺

っておりますけれども、そういった現況を見た中で心配をされている方もいるわ

けです。今、県の方はどのように考えていますか。 

 

小野下水道課長  急なお話で私どもも資料等は用意をしてございませんけれども、私がただいま

持っております桂川流域下水道の維持管理状況というものを見ますと、放流水に

つきましては、排水基準、例えばｐＨや、ＢＯＤ、ＣＯＤ、大腸菌等の基準につ

きましては、満足をしていないものを放流するわけには参りませんので、満足し

ている水質で放流されているということでございます。その辺、またよく調べま

して、対応させていただきたいと思います。 

 

石井委員  私も放流水の安全数値については問題ないと、このように信じているわけなん

ですけれども、アユやそのほかの魚等が非常に少なくなっている。あれはコケを

食べて、生息しているということではないかと思いますので、そういった点でそ

こにすむ魚や生物が少なくなったのではないかなという考えを皆さん持ってい

るようですので、また今後とも、現地を見に行ったり、調査をしましてよろしく

お願いしたいと思います。以上です。 

 

         （国母交差点の渋滞対策について） 

河西委員  済みません、１点だけ簡単にお聞きしたいと思います。大変長年懸案であった、

いわゆる国母交差点の渋滞解消ということで、お聞きしたいと思います。懸案で

あった山梨新環状も昨年３月に開通をしていただいて、私どもから言わせれば大

変便利になったなと、できるだけ早く東部・北部と進めていただければ、なお効

果が出るのではないかなと思っております。 

 そんな関係で南部区間ができたということで、若干は国母の交差点の渋滞が解

消されたという効果もあったと聞いておりますけれども、県内有数の渋滞箇所と

いうことで、まだまだ朝夕、大変渋滞が激しいと思っております。国道と県道が

交差するところということで、大変、いろんな意味で渋滞解消の施策も難しい箇

所だと思っておりますけれども、ＰＩというようなことの中で取り組んできたこ

ともあるようですが、その取り組み状況をちょっと教えていただければと思いま

す。 

 

上田道路整備課長  国母の交差点でございますけれども、これは本当に県下というよりも関東で名

の知れた渋滞ポイントということで、道路に携わるものとしては大変申しわけな

いと思っております。従来からここはいろんな方が、我々の先輩がかかわってき

たんですけれども、なかなかできなくて、むしろ行政ではできないがためにＰＩ

という方法で学識経験者、道路利用者、地域の区長さん、それから、地権者等を

入れて平成１４年、１５年と議論しまして、ここを何とかしようということでし

た。 

 通常考えられるのは、国道２０号４路線を立体にすればいいということですけ
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れども、このＰＩの中で議論をされたのは、今でも渋滞しているところへ、その

幅の中で新たな橋をつくるということになると、その間、３年か４年かわかりま

せんけれども、死んでしまうと。とてもそんなことができるような状況ではない

ということで、現道を広げて、その対応をできるだけ早くしようということで、

結論が出た経過でございます。 

 そのときに、役割分担等を決めまして、２０号については、長野県側から東京

へ向かうほうに左折レーンと、それから、東京から長野県へ向かうほうにも左折

レーンを１個付加さるということです。それから、南北方向、昭和バイパスとの

交差点については、今右折レーンは２車線しかございませんが、右折レーンを、

両方向に２つつけようということで、甲府から出るほうについても右折レーンを

２つつけて、とにかくそこの容量を入れましょうということです。それで、さら

に、地元の市として、グランパークという商業施設もごたごたしているというこ

との中で、その北側の道についても一緒に通して、全体としての交通容量をふや

そうということで議論されまして、おのおの甲府市と昭和町、それから、山梨県

が南北方向、それから、東西方向の２０号については国がという役割分担の中で

計画され、おのおのが役割分担を果たすべく努力をしていただく。計画はそのよ

うな形になっておりました。 

 

河西委員  ＰＩということで、いろんな方が入って長年の懸案を解決していただく努力を

していただいておるようですけれども、いろんな形で国、また、県、地元という

ことで、役割分担が出ているようであります。今、計画をお聞かせいただいたん

ですけれども、供用の見込みとか、具体にそれをどう進めていくのか、もう少し

前に進んでいるかどうかお聞かせ願いたいと思います。 

 

上田道路整備課長  先ほどは計画までのことを申しましたけれども、その後、おのおの役割分担と

いう話の中で、今、申しましたグランパークの北側の通りをつくりましょうとい

うことです。これはその東側で県道へぶつかっているものですから、その交差点

のところは県道ということの中で、用地買収等をしてきました。実はこの３月１

１日にそこについてはあくので、多少の効果はあらわれるかと思っています。 

 それから、私どもの担っております東西方向へ右折レーンを２車線にするとい

う計画がありまして、今のところ中央市のほうから来てぶつかるところについて

は、用地買収等すべて終わりまして、右折の２車線ができる見込みであります。

それについては、ことしの夏ぐらいにはできるかなという進捗になっています。 

 また、甲府市のほうから来る道路につきましては、やはり右折レーンを２つつ

くりたいんですけれども、１箇所だけまだ手張っているところがございまして、

不完全ながらではありますが、やはり右折レーン２つがつきますので、南北方向

については、大変容量を持った交差点にできるかと思っております。 

 あと、東西方向ですけれども、これは国交省が担っているわけでございますけ

れども、ここについてはまだ地元の土地の所有者と交渉中ということで、その先

についてはまだわかっていない状況でございます。 

 

河西委員  いろいろ努力をしていただいて、３月１１日ですか、グランパークのところが

あくのは。それと、夏ごろにまた仕上がるところもあるということですけれども、

だんだんではありますが効果が出てくると思います。全体として最後まで仕上が

る年度の予想とか、どの程度の効果がはっきり見込めるのか、それだけお聞きし

たいと思います。 

 

上田道路整備課長  申したとおり、南北方向はＰＩで計画どおりの形には整備できますので、相当
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の交通容量は確保できると思っています。ただ、警察のほうとも協議させてもら

っているんですが、当然東西方向がまだちょっと時間がかかるという見込みのよ

うですから、警察のほうでも交通量を見ながら、信号の現示を変えてみるという

ことです。当然、計画は計画として、公安管理者も全体の様子を見てみないと、

理屈だけではわからない部分があるということだと思います。これで様子を見な

がら、ある程度現示も変えるとは思いますので、いずれにしても交通容量そのも

のが非常に改善され、全体として渋滞緩和は図れるものと思っております。 

 ただ、やはり２０号そのものがなかなか広がらないということと、ＰＩでも抜

本的な解決ではないものですから、２０号全体の交通は、まだ渋滞箇所が残って

しまうのではないかと思っております。 

 それから、いつごろというお話ですが、今までも大分時間がかかってしまって

いるんですけれども、ただ、相手のあることですし、国のほうへ早くしてくれと

いうお願いをしていくしかないというのが現状でございます。 

 

河西委員  いろいろありがとうございました。 

 大変明るいといいますか、今、いろんなお話を初めて聞かせていただいて、本

当に喜んでいるわけです。何しろ国道のほうは大変いろいろなことが絡んで厳し

い面もありますけれども、県道のほうを徐々にやっていただくことで、かなりの

渋滞緩和になるのではないかという思いでいます。そうはいっても重要な箇所で

ありますので、ぜひ今後とも引き続いて緩和に向けて努力をしてもらいたいと思

います。 

 終わります。 

 

         （総合評価項目について） 

小越委員  まず、３月４日の読売新聞に「廃棄物、県内に」ということで、総合評価の加

点の方式を変えるということが載っております。県発注の大型工事で、受注業者

の選定要件に、工事で出た廃棄物を県内の処分場に搬入するという項目を新たに

総合評価の中に入れると。加点をして、すなわち明野に廃棄物を誘導するという

ことだと思うんですけど、それについて説明をお願いしたいです。 

 

井上技術管理課長  それについては現在検討中であります。 

 

小越委員   読売新聞さんがどこかから聞いて書いたので、検討中かもしれませんけれど

も、新聞には具体的に書いてありまして、「発注額が３,０００万円以上の建設や

解体など大型工事の入札を原則とする総合評価で加点をし」と書いてあります。

例えば、こういうことを考えているのであれば、明野に持っていくには運搬賃が

かかるわけです。その設計単価の中には、運搬賃も含めて盛り込んでいただける

のでしょうか。 

 

井上技術管理課長  運搬費は明野に限らず当初から計上してございますので、明野へ持っていくた

めの運搬費というのは特に考えておりません。 

 

小越委員  今のところは明野へなかなか持っていかないという現状で、少なくなっていま

す。ここには先ほどの内田委員の質問とはまた別で、県によると、明野処分場搬

入が見込める廃棄物として解体時に出るアスベストやリサイクルできないガレ

キなどがあるということで、かなり期待をしているような書きっぷりになってい

ます。明野に持っていくには、今までのところより遠くなるのと、受け入れ料金

も高いです。高くなるのに、そこに行くという条件にすると加点が加わって入札
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に有利になるというのは、県の誘導で、県土整備部と森林環境部で具体的に裏を

合わせてこういう話が出てきたのかなと思っているところです。ここは新聞報道

だから、まだ検討中かもしれませんけど、総合評価方式で、具体的に明野に誘導

するようなことをやっていいのかなという疑問があるのが１つ。それと、私は先

日の議会で、総合評価の中の労務賃のことを聞かせてもらったんですけれども、

工事の質を求めるものであって、そこに労務賃を入れるのはふさわしくないとい

う御答弁でした。そうしますと、これも入れるのはふさわしくないのではないか

という気がしております。 

 これは、検討中ということは考えているわけなので、御説明いただきたいと思

っています。でもそれ以上言えないのでしたら、しようがないですけど。 

総合評価のやり方でもう一点お聞きしたいと思っています。 

 二省協定でやっているということは労務単価を使っているんですけれども、実

際にそれが守られているかどうかわからないという御答弁でした。これは二省協

定の積み上げられた単価がしっかり守られているかどうか調査はしないという

ことですか。 

 

井上技術管理課長  二省協定の単価は、あくまでも予定価格を積算するための単価でありまして、

賃金ではありません。実態の賃金は働いている方や雇用主によってさまざまであ

りまして、基本給がある方もいますし、出来高払い、あるいは日払いというケー

スもあります。この二省協定が賃金に影響するということはなくて、逆に賃金の

実態を調べまして、それを分析して二省協定の単価になるというのが現状です。 

 

小越委員  確かにこの二省協定でいきますと、山梨県の労務単価は、平成１９年ですけど、

全国に比べると高いほうだと思います。ただ、平成１２年から比べますと、一般

的な公共工事の労務単価は、１日当たり、平成１２年２万１,４７０円、今は１

万８,５２２円で下がってきていて、全国的にも下がっています。この１万８,

５２２円が積算単価ですが、実際に幾ら払われているかはわからないわけで、そ

の後調べようがないということですか。 

 

井上技術管理課長  先ほど言ったことの繰り返しになりますが、月給でいただいている方もいます

し、それに一時金という形でいただいておる方もいます。ですから、二省協定の

単価はあくまでも、それを１日８時間労働に換算したときの単価でありまして、

逆に毎日毎日同じ賃金をもらっているわけではありませんので、それは完全には

把握できません。 

 

小越委員  私はこの労務単価、二省協定を基準に、実際どう払われているのかを調査した

らどうかと思うんです。１日とか細切れで来るかもしれませんけど、例えば、北

海道ではこの義務づけをされたそうです。労働賃金がどのくらいになっているか。

そして、長崎県では、労務単価以上の賃金支払いを誓約した応札に加点するとい

うことにしました。また、日野市や国分寺市ではこの総合評価の中に、二省協定

の８０％で労務単価を適用するということで、これが点数に入っているんですよ。

このくらいしないと、実際に一日あたり１万８,５００円、それだけ払われてい

るのかどうか確認をしたほうがいいと思うんですけど、なぜそこは調査しないの

でしょうか。 

 

井上技術管理課長  繰り返しになりますけれども、雇用主が賃金を決定する根拠は会社の経営状況

や人材確保もあり、非常に複雑でありまして、働いている人ごとに賃金が適正か

どうかという判断は困難になります。そのため、適正かどうかという観点から実
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態調査をするのは余り意味がないのではないかと考えています。 

 あと、設計労務単価と賃金の比較で、ここ数年設計労務単価はほとんど変動し

ておりません。普通作業員であれば年１００円変動するかどうかという状況です。

ですから、結果として、下請を守るということを含めまして、全体とすれば設計

労務単価に見合う賃金を支払われていると思っております。 

 

小越委員  ぜひそこは実態を見ておかないと、全国では本当に労働者を守るという立場か

ら調査を始めているんです。公契約条例をつくるべきだと、全国市議会議長会か

らも国に提出されております。それは民間のことでございますから関係ありませ

んというのは、公の仕事を発注している側がそこで働いている労働者に本当にこ

の二省単価の金額が払われていることを確認しないで、下でどんどんはねられて

いるかもしれないのに、実態をつかまないとまずいと思います。そこの仕事の品

質がちゃんと保てるかどうかにかかってくると思うので、ほかの県でやっていま

すが関心がありませんとか必要がありませんというのはいかがなものかなと思

っています。 

 もう国分寺市とかでは、建退協に入っているかどうかが加点になっています。

建退協の手帳を持っている人が全国にうんと少ないですよね。それに入っている

かどうかを含めて確認をしないと、労働者を守らなければいけないし、建設業の

仕事をつくっていくことができないと思っています。この廃棄物の加点のことを

考えるのであれば、まずは労働者のことも考えてもらいたいです。結局ここにし

わ寄せが行きますと、経費は出るから、労働者の賃金を下げていくということに

なり、これにもしかしたら明野の話も結びつくのではないかと思って心配してい

るので、お聞きしました。 

（新年度予算の経済波及効果について） 

 最後に、ぜひ部長にお伺いしたいと思っております。先ほど森屋委員のほうか

ら、新年度の予算のことで不安があるというお話がありました。平成２２年度の

土木費について、このあと、補正を期待しているというお話でしたが、この前の

補正のときも聞いたんですけども、補正でどんどんお金が追加されてきました。

２１年度、２０年度もそうですけど、補正に伴って景気はどのようになり、どの

ように貢献されたとお考えでしょうか。 

 

吉澤県土整備総務課長 県内の経済状況につきましては、日銀の甲府支店で経済概観というものを

出しているんですが、これによりますと、昨年の５月あたりは、県内景気は大幅

に悪化していると。その後、８月ころには、なお厳しい状況にあるが、下げどま

りつつある。そして、１１月には持ち直しに転じつつある。ことし２月に入って、

県内景気は緩やかに持ち直しているという状況が報道されております。こういっ

たことは、昨年来の経済対策にかかわる補正とか、前倒し発注といったことの効

果が、順次その建設業の中でもあらわれてきているのではないかと考えておりま

す。そして、特に公共投資につきましては、１２月の話ですが、引き続き増加基

調にあり、前年比９.１％とも言われておりまして、やはり経済対策にかかわる

補正等が県内経済全体の底上げをしているのではないかと思っております。 

 

小越委員  そして、全体を底上げするには、中小とか零細、Ｃ、Ｄランクの皆さんのとこ

ろへ仕事が回るようにということで、今回民主党の政権になって、どちらかとい

うと維持補修管理、それから、点検、見直しのことも含めて予算が大分そこに、

かなりシフトしたかなという気はします。ただ、一部大型のところも残っている

のは確かだと思っています。 

 それで、部長にお聞きしたいんですが、部長は中央にいらっしゃったから、各
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県を見ていると思うんですけれども、都道府県の平成２０年度の目的別歳出内訳

で、山梨県は歳出に占める土木費の割合が２０.２％で、１位でした。その前も

１位で、その前も１位です。不動の１位を確保しているのが山梨県の土木費です。

これについてどう思いますか。 

 

下田県土整備部長  そのことについてどう思うかということに関して、山梨県の一時期のピークを

挙げました。それはなぜかといいますと、山梨県内、社会資本整備はまだまだ必

要なところはあったからだと認識しております。最近は他県よりも早いスピード

で下げてきておりますけれども、その結果だと思っています。 

 

小越委員  それがたまたま２０年度だけではなく、１９も１８もずっと１位でおもしろい

傾向がありまして、山梨県が１位、島根、福井、鳥取、富山と続くんですけれど

も、この上位の県が、逆に民生費と教育費は下位なんです。土木費にお金が回り、

教育や民生費にお金が回っていないという、本当におもしろいように相関関係に

なっていると思います。今回の当初予算６４５億円、ここに先ほど期待されると

いうお話がありました補正を入れますと、例えば、平成２０年は補正で１２８億

円ついていますので１２８億円足しますと、７７３億円くらいになります。そう

すると、７７３億円を平成２０年度に使っていた県は、石川県が７６８億円で、

１４.８％。全国平均の土木費の割合は１３.２なんです。平成２０年度に２０％

超えたのは山梨県だけです。やっぱり今まですごく多かったと思うんです。今、

これから社会資本整備が必要だとおっしゃるんですけど、ずっと社会資本整備が

必要で、ずっとこんなにお金ばかりかけて、まだ足りないというのは、今まで何

を、道をつくってきたのかなと私は思っています。 

 今後は、やっぱり金額そのものを減らすと同時に、どういうところで公共事業

をしていくのか、山梨県は、公共事業の依存がやっぱりうんと高いと思うんです。

民間の工事を、住宅着工をどうふやしていくのか、そこにもやっぱり手を加えて

いかないと、全体の金額は多くなくて、比率もいつも１位なんですけど、建設業

者の小さいところに仕事が回っていかないと思うんですけど、その点いかがでし

ょうか。 

 

吉澤県土整備総務課長 今、２０％というようなお話が出ましたけど、当初予算の概要を見ますと、

一般会計で土木費が１４.０％というような数字になっております。それで、当

然、民生費とか、教育費、こういったところが急にふえていくのではないかとは

思いますけど、山梨県には道路とか、社会資本の整備が必要なところがまだある

ということで、今後、補正等によりまして、今回２月補正でもきめ細かな臨時交

付金で、なるべく中小の企業へも配慮した予算計上をしております。今後も新た

なものをつくるのではなくて、なるべく長寿命化、今あるものを長く使うような

補修保全、維持補修にシフトしていく予算になりつつあるという過程だと思いま

す。そういった観点からぜひ御理解をいただいて、御協力をお願いしたいと思い

ます。 

 

小越委員  終わりにしますけど、当初予算のときにはいつも教育費が一番なんです。だけ

ど、補正予算がどんどんついてきて、土木費がやっぱり上をいくんですよね。今、

課長も言いましたけど、やっぱりこれからは、本当に建設業全体を支えていく、

大きい道ではなくて生活道路のこと、それから、建設業者の小さいところへ仕事

が行くように使っていかないと、このせっかくのお金が生かされないと思います。

今、ちょうどいい転換期だと思うんです。ぜひその方向に変えていっていただき

たいと思っています。 
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（ 休  憩 ） 

 

         （住宅供給公社について） 

内田委員  我々の会派の丹澤議員が住宅供給公社について質問されましたけれども、その

延長線だと思ってください。 

 まず、これは部長が答弁をされたんだけれども、その中で非常に気になってい

ることが幾つかあります。住宅供給公社を設立したときの目的だとか趣旨を、よ

く主なる趣旨、主なる目的と、こういうふうにいうんだけど、目的、趣旨、すべ

て言ってください。すべての目的あるいは趣旨を。 

 

和田建築住宅課長  住宅供給公社は昭和４３年２月に設立されておりますけれども、勤労者に居住

環境の良好な集団住宅及び宅地を供給することを目的としています。 

 

内田委員  昭和４３年というと、我々が大学にいるころだから、確かに土地を取得したり、

あるいは住宅をつくったりすることが、特に民間の場合は個人で求めることも難

しい時代だったと思います。そういう中で、多分設立をしたと思うんだけれども、

目的というのは、今のその１つだけですか。 

 

和田建築住宅課長  主たる目的はこのとおりで……。 

 

内田委員  だから、主たると言った場合は従もあるんだから、従を言ってくれとさっきか

ら言っているんです。全部言ってください、全部。主たるということは従がある

ということでしょう。 

 

和田建築住宅課長  それでは、業務の範囲を説明させていただきます。 

 

内田委員  いやいや目的を。いつも主たる目的、主たる目的と答弁するんですよ。従たる

目的を言ってくれと言っているんです。そうでなければ、主たる目的と言わない

ではないですか。 

 

和田建築住宅課長  済みません、公社の定款を読ませていただきます。 

 目的。 

 第１条、山梨県住宅供給公社は住宅を必要とする勤労者に対し、住宅の積み立

て分譲等の方法により居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供

給し、もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 これだけです。 

 

内田委員  そうしたら、何で主たる目的というんですか。いつも答弁をするときは主たる

目的というんですよね。主たる目的ということは従たる目的があるから主たると

いうんですよ。第１があるから第２でしょう。そうではないですか。だから、私

はそれがもともとおかしいと言っているんですよ。そうでしょう。今聞いてみれ

ば従たる目的なんかない、今のだけが目的なんでしょう。 

  では、その目的は達せられたんですか。 

 

和田建築住宅課長  優良な分譲住宅の供給という事業が、公社がこの目的の中で取り組んできた事

業だと思います。住宅供給公社が県下に３,０００戸以上の分譲住宅を販売して

きましたけれども、現状では既に響が丘の一団地の中に９戸ほどの分譲区画が残
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っているだけで、分譲からは撤退するという方針でおります。 

 

内田委員  ということは、目的は達成されたということですよね。そうすると、昭和４３

年にそういう目的があって設立をした。それから、約４０年ですか。ことしはも

う８５年だから４２年経過する中で、目的が達成されたんですよ。そうしたら、

この間丹澤議員が質問したように、目的が達成されたのならば、それを解散する

というのが当たり前のことではないですか。そうではないですか。それだけ、私

が聞いた、目的が達成されたのかどうかについて答えてください。その後のこと

はいいんですよ。解散するのが筋ではないですか。 

 

和田建築住宅課長  分譲の目的は達成されております。 

 

内田委員  分譲の目的とかではなくて、さっき目的は１つしかないと言ったのではないで

すか。どうしてそういう余計なものを持ち出してくるんですか。従たる目的と聞

いたらないと言うのだから、目的は１つでしょう。その目的が達成された、では、

解散すべきではないですか。 

 だから、解散すべきが筋ではないかと聞いたんだから、筋ですよと答えるか、

いや、それはあなたは違っていると答えるかどちらかでしょう。 

 

和田建築住宅課長  分譲住宅は終わりましたけれども、それが終わったということで解散すべきだ

というお話をどう考えるかということを言われているんですが。 

 

内田委員  いやいやそうではなくて、聞いていることに答えてほしいんだよね。 

 

和田建築住宅課長  どう表現をすればいいか迷ってしまったんですけれども、公社もおしまいだろ

う、やるといって設立した目的を、私がもう達成されましたと言ったら、解散す

ると答えるか、違うのかというお話でした。主たる業務としてやってきたといえ

ば、また従だとおっしゃると思いますが、解散すべきだという話になりますと、

現在、設立目的とは多少違っているかもしれませんが、ほかの事業も住宅供給公

社はやっております。ですので、主たる目的からは外れますが、そのほかに業務

をやっておりますので、そのことを考えながら存続したいということで、この前、

丹澤議員のほうにはお答えをさせていただいたところです。 

 

内田委員  多分、日本全国が住宅供給公社の設立時期は同じだと思うんですよ。日本全国

で同じ状況にあって、住宅を個人が取得するのが難しい時代に、そういうものを

設立した。そして４０年以上たった中で、そういう目的が達成された。そういう

ことによって解散したところもある。そうですね。 

県の住宅供給公社ばかりではなくて市の公社もあるでしょう。そういうところ

もあるはずですよ。 

  それで、今、課長は、いや従たる事業もやっていると、またこう言い出したん

だけれども、何でこれをやらなければならないのか。そうすると、この間の部長

の答弁の中で、たしか効率性という言葉が出てきましたよね。効率性ということ

を言われたんです。この効率性って何ですか。 

 

和田建築住宅課長  この前の部長の答弁の中に効率という言葉が使われておりましたが、これにつ

きましては、公社を存続させる理由は何かという話の中で、管理代行制度と指定

管理者制度の違いを説明させていただきました。現在、住宅供給公社は管理代行

制度でやっているんですが、管理代行制度では、入居者の募集、それから審査、
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同居者の入居承継、各種手続、あるいは明け渡し請求などが直接入居者、住民に

対応できるということです。指定管理者制度では先ほどいいましたようなことは

できませんので、効率のいい管理ができるということで、答弁をさせていただき

ました。 

 

内田委員  そうすると、それだけなんですか。今の管理代行制度と、それから、指定管理

者制度のその違いの部分、それだけで存続をさせたいということですか。 

 

和田建築住宅課長  まず、存続をさせるには、仕事があるかないかという話だと思います。今、県

営住宅の管理につきましては、住宅公社に代行制度でやっていただいております

が、手続的に効率がいいということばかりではありません。県営住宅は高齢者、

障害者、母子世帯など社会的な弱者が大勢暮らしております。それと同時に、高

度な個人情報を毎年提出していただき、定期的にその家族の収入や家族の状況な

どを見きわめながら管理をしているところです。このような管理の中にあるもの

ですから、もともと県営住宅は県が直接管理すべきであると公営住宅法では規定

されておりましたが、平成１５年に指定管理者制度ができ、その後また、国のほ

うから管理代行制度が出てまいりました。指定管理者制度と管理代行制度の違い

は、手続的な内容が指定管理者制度では事務的なものしかできないという中で、

管理代行制度では、先ほどのようなことができる。現在の管理としては、年間１,

０００件くらいの入退去の手続や、それから、空き家に入りたいという方の月１

００件ぐらいの申請が上がってきておりますが、そういう事務的な手続以外にい

ろいろな諸問題があります。外国人が多い、夜起きているとかいろいろ言われて

おります。そういう管理を指定管理者制度で外へ出すということが、今の段階で

は住民サービスの低下につながるのではないかということを考え、一生懸命現在

の住宅供給公社でも相談事には応じ、それがゆえに我々のところに苦情が来るこ

とが少なくなっております。こういう親身な気持ちを持ってやっている現在の管

理制度でありますので、そのまま引き続きやらせていただきたいという考えでご

ざいます。 

 

内田委員  時間が押しているので、もう少し簡単に答えてください。いいですか、整理し

てください。年間に１,０００件の入退去の管理がある。それから、月１００件

ぐらいの随時募集がある。これは日割りにすると数件になり、大したものじゃな

い。そういうことをやるのは民間でも幾らでもできるわけね。そもそも民間には

できませんというものが、どうも県の職員の中にあるみたいで、民間にはできな

い、あるいは公平性が保たれないということを多分言うんだと思うけれども、そ

れはやりようであって、そういうことも含めて指定管理者制度と管理代行制度の

比較というのは、実際にやってみなければわからないんですよ。ほかの県はやっ

ているところもあるわけね。そういうところも実際にあるんですよ。だけど、山

梨はそれを頑としてやらないという。最初に３公社の存続、それから廃止まで含

めて検討するといってスタートしたんですよ。だけど私から見ると、県は、住宅

供給公社は存続をさせることを前提で見直しをスタートさせたとしか思えない。

そして、もっといえば、住宅供給公社自体は莫大な借金を抱えていませんか。そ

んなことを言っている場合ではないでしょう、本当は。そうではないですか。午

前中からの説明だと、今現在も、１年間の単コロというのをやっているんですよ。

そういう、難題をいっぱい抱えている中で、自分たちの内部では今までやってき

たことが正しい、これからもこれをやっていくんだということですか。そういう

意識が感じられてならない。私はあのとき答弁を聞いていてそう思ったんですよ。

本会議のやり合いはあれだけしかできないけれどもね。私はそれがあると思うん
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です。それで、いろんな理由をつけて、こうだから存続させるんだというけど、

目的を達成したんだから、ここで解散すべきだと私は思うんです。指定管理者制

度に移行させるべきだと思うんですよ。あなた方が今心配していた部分は、やっ

てみて、この制度でやっていけるような方法を考えていけばいいんだと思います。

これは部長が答弁したんだから、部長から答えてください。 

 

下田県土整備部長  住宅供給公社については、本会議で御答弁させていただいたとおりでございま

す。今、改革プランを経営検討委員会で御議論いただいていますけれども、その

中で当然、存廃の検討はやっています。先ほど来の指定管理者、管理代行制度の

検討は、県営住宅の管理をどうするかという観点から見れば、やはり県は管理代

行がすぐれているだろうという考えを持っているということです。 

 また、存廃の検討ですから、廃止したときの影響も考えているわけです。その

際は、改革推進債等もあるのでしょうが、先ほど出た１２０数億円の債務の返済

というのは、毎年県のほうに財政負担が生じるといったことも含めて、総合的に

判断して、存続させて借金も返済していく。収入があり、現時点は赤字を出して

いるわけではございませんので、そういう方向で御議論をいただいているという

ことです。 

 

内田委員  今ここに持ってきているのは、平成２１年２月の定例会の予算特別委員会の議

事録なんだけれども、これは我が会派の白壁議員の質問に、幾つかやりとりがあ

り、その中の知事の答弁で、「公営住宅の管理については、確かに指定管理者と

いうやり方も当然あると思うし、管理委託というやり方もあると思う。本県の場

合は指定管理者制度はとっていないわけであるけれども、指定管理者制度がいい

のではないかという御議論も確かにあるだろうと思う。」ここのところは、同じ

ようなことを言っているんです。「効率的な、同時にまた居住者に対して行き届

いたサービスができるかということで判断をする」と、こういう判断をしたとい

うことですよね。そうすると、行き届いたサービスはできないという判断をした

ということ。これは知事が去年の２月の定例会のときの予算特別委員会で言って

いるんですよ。そういう判断をして今があるということでしょう。行き届いたサ

ービスは指定管理者制度だとできないということですね。そこのところをはっき

りさせてください。 

 

和田建築住宅課長  私たちも他県の状況等を比較しながら検討させていただきましたが、一番いい

方法が現在の方法であるということで判断をしました。その理由でございます。

指定管理者制度が出た時点で、そちらに移行した県、それから、公社を廃止して

しまった県が先行して民間に委託をしております。指定管理者が県営住宅の管理

を行う場合には３つの仕事がございます。１つは修繕です。それから、入退去の

手続です。あとは管理的な事務経費がかかるということで、全体の委託料が積算

されています。この制度に基づいて仕事をやっていただきますと、今まで住宅公

社以外では建設会社等が受けていることが多く、修繕等につきましても、定額で

その委託を受けているということもございます。そして、その修繕をやる方たち

はもともと建設会社ですので、確かにノウハウは持っていると思います。ですが、

今の住宅公社は年間何千件という修繕を発注しておりますが、その中で地域性を

考慮しながら各地域の建設会社や電気屋さん、そういったところに細かく分散を

して発注をしている状況にあります。ですから、指定管理者制度でやりますと、

大手の会社が、ゼネコンさん等がとってしまった場合には、そういう部分はやり

にくくなるだろうとも思っています。 

 もう一つ、管理委託料でございます。 
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 単純に人件費と経費で、その委託に係る事務をやっている人間の人件費を管理

戸数で割りますと、どのくらいになるかという比較もしてみました。佐賀県が１

戸当たり１万４,０００円です。今、山梨県が公社にお願いしている単価を同じ

ように計算してみますと、１万３,８００円くらいで、そんなに変わっておりま

せんでした。そうすると、指定管理者制度にすることのメリットは、確かに経費

が節約できて、そしてサービスも向上する。もっと経費を節約する、そういうい

い循環ができるだろうという考えで、この制度はあると思いますが、公の施設を

管理するという一番の原点に立ったときに、住民側に立った管理の仕方がどうあ

るべきかということを今、一生懸命考えております。中に入っている人たちが、

直接、県ではありませんが、住宅供給公社は県が設立したところであり、設立し

た機関の方たちが一生懸命対応してくれていることに対しては不信感を持たず

に、一生懸命やってくれていると思うんだろうと、私は感じております。ですか

ら、今後もこういう気持ちにこたえていくべき住宅公社で管理をしていきたいと

いう考えでございます。 

 

内田委員  では、教えてください。 

 ４７都道府県の中で指定管理者制度というのは何県がとっているか。それから、

管理代行を何県がとっているか。そして、今、課長がほかの県の例を調べたとい

ったが、どのくらいの県の例を調べたのか、全部挙げてみてください。 

 

和田建築住宅課長  基本的には、全国全部を調べました。集計を言います。 

 全部または一部でも住宅供給公社が管理している行政庁は３１行政庁で、６

６％でございます。この中で、公営住宅法に基づいて管理代行しているのが２０

の行政庁で４５％、公募型指定管理で住宅公社がやっているのが１０行政庁です。

それから、非公募指定管理でやっているのが３ございました。これを足しますと

３３になりますが、混ぜてやっておりますので、公社が関係しているのは３１で

ございます。それ以外、民間だけというのが１０行政庁、２１％。それから、住

宅公社でも民間でもない新たな外郭団体が管理しているところが６行政庁。こう

いう状況でございます。 

 

内田委員  この予算特別委員会の議事録の中での知事の答弁は、全国的な状況を見ると、

管理代行をしている県が１５県、指定管理者制度をとっているものが２８県と、

こうあるんだけど、ちょっと数字が違うよね。 

 

和田建築住宅課長  統計のとり方の違いです。 

 

内田委員  統計のとり方と言われてしまうと、では、知事のこの統計は何ですか。知事が

言っているんだよ、これは。だれが知事に資料を提出したの。 

 

和田建築住宅課長  済みません、種別が、いわゆる公営住宅法に基づいてつくられたものを公営住

宅というんですが、もう一つ、優良住宅の賃貸の供給に関する法律という特定優

良賃貸住宅……。 

 

内田委員  それは除いていいよ。最初のだけでいい。 

 

和田建築住宅課長  集計結果が違っていましたので、こちらのほうが先ほど言った数字に合ってい

なかったと思います。 
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内田委員  知事が答えたのはどっちなのですか。 

 

和田建築住宅課長  すべてが入っているほうでした。要するに、特定優良賃貸住宅までが入った中

での計算です。 

 

内田委員  そうすると、指定管理者をとっているほうが多いんでしょう。１５の２８だか

ら、指定管理のほうが多いのではないですか。 

 

和田建築住宅課長  計算上はそうです。 

 

内田委員  それでは、この数字でいってください。知事が答弁した数字で。 

 管理代行している県が１５県、指定管理をとっているのが２８県、合わせて４

３にしかならないけど、これが知事の答弁です。この２８県の指定管理者制度を

採用している中で、どういう問題点がどの県にあったかということを聞いていま

す。問題点があるから指定管理者制度はよくないと言っているんでしょう。具体

的にどういう問題点があるのか。 

 

和田建築住宅課長  長野県においての例でございますが、指定管理者制度を導入して２年たった後

の検証結果として、管理経費の一部が削減されたほか、指定管理者からの提案に

より業務時間が延長したなどの利用者サービスの向上が図られたと。こういうメ

リットはあったということです。課題としては、入居の審査、入居の決定などの

業務は指定管理者では権限がないため、入居申し込みから入居までの時間がかか

ること。指定管理者みずから家賃を決定し、収入することができない上、独自の

収益事業を行う余地がないため、経費の大きな縮減は望めなかったというのが長

野県でございます。 

 香川県は委託料を少なめにしたことで、指定管理者のほうの対応が余り丁寧で

なかったということで、県のほうにいろいろと電話が回ることが多くなったとい

う話でした。 

 それから、佐賀県ですが、佐賀県は修繕の関係を定額で契約しています。です

から、現在山梨県の住宅供給公社は精算払いですから、例えば、４億円という予

算を渡しても、工事を発注してその執行が終わった金額だけを渡しますが、佐賀

県の場合には定額３億円という中で修繕をやってくださいという契約でやって

いるようで、指定管理者を最初にとった会社の方はもう２回目です。３年ごとで

ありますから、１８から２０年、２１年から契約しているんですが、２回目のと

きには修繕費が足りないということで、もっとふやしてくれないと修繕できない

という話が来ているとも聞いております。 

 

内田委員  ２８県中３県だけ聞いたということだけれども、これだけ挙げたということは、

多分、これが特別問題のあったところだと思うんだよね。全国で４７都道府県中

２８県で、指定管理者制度をとっているところがかなりある。そういう中で、そ

の問題点もクリアできない問題点ではないんだよね。これは何年か続けていくう

ちに必ずクリアもできる。なぜ山梨県が解散して指定管理者制度に移行しないの

かというのは、やっぱりそれだけのものを今抱えているわけだよね。抱えている

にもかかわらず、存廃も含めて検討しているというんだけれども、そこには住宅

供給公社存続ありきというのがやっぱりあるので、それを言っているんですよ。

だから、部長は、今、委員会で検討しているという意味で言いましたよね、決め

たわけではないよね。委員会のメンバーがどういうメンバーかちょっとわからな

いんだけれども、民間の人たちでしょう。まさか県の職員ではないですよね。そ
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ういう中で、我々の考えなんかも入れて、ぜひきちっとした結論を出してもらい

たい。そして、議会サイドにもこういうものだというのを示してもらいたいんだ

よね。そうしないと、莫大な借金を返していくという意欲が全く感じられない。

やってきたことは、もうしようがない、そういうものしか我々のほうには響いて

こないんだよね。だから、この問題はこのまま長くやってもこのやりとりで終わ

るから、私はこれ以上やらないけれども、問題点があったらそれを克服していく

こともできるはずなんだよね。だから、ぜひ廃のほうも含めた検討をしていただ

きたい。 

 

 

その他  ・３月８日に森林環境部関係の審査を行うこととされた。 

 

             以 上 

土木森林環境委員長  渡 辺 英 機       


